
一

論
　
　
　
説

地
域
づ
く
り
法
制
の
過
剰
過
密
と
分
権
化
の
可
能
性
（
二
）（
礒
崎
）

地
域
づ
く
り
法
制
の
過
剰
過
密
と
分
権
化
の
可
能
性
（
二
）

礒　
　

崎　
　

初　
　

仁

一
　
法
制
度
分
析
の
視
点
と
対
象

二
　
土
地
利
用
規
制
法
の
全
般
的
状
況
（
以
上
、
第
一
二
五
巻
五
・
六
号
）

三
　
公
物
管
理
法
の
全
般
的
状
況
（
本
号
）

三　

公
物
管
理
法
の
全
般
的
状
況

1　

公
物
管
理
法
の
制
定
状
況
と
規
定
の
状
況

⑴　

法
令
の
制
定
状
況

地
域
づ
く
り
を
支
え
る
二
つ
目
の
領
域
と
し
て
、
公
物
管
理
法
を
取
り
上
げ
る
。
こ
こ
で
公
物
管
理
法
と
は
、
行
政
主
体
が
何
ら
か
の



二

物
的
施
設
（
公
の
施
設
）
を
整
備
し
、
住
民
の
利
用
に
供
す
る
た
め
の
法
律
で
あ
る
。
土
地
利
用
規
制
法
は
、
主
と
し
て
私
人
の
土
地
利

用
を
規
制
す
る
制
度
で
あ
っ
た
が
、
公
物
管
理
法
は
公
的
機
関
が
自
ら
施
設
を
設
置
・
運
営
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
域
空
間
を
形
成
し
、

住
民
生
活
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
。
通
常
、
公
物
管
理
法
と
い
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
公
共
用
物
」
の
管
理
の
た
め
の
法
律
を
指
す
が
（
塩

野
二
〇
一
二
：
三
五
二
）、
本
稿
で
は
住
民
の
利
用
関
係
に
注
目
し
た
「
公
の
施
設
」（
住
民
の
福
祉
を
増
進
す
る
目
的
を
も
つ
て
そ
の
利
用
に
供

す
る
た
め
の
施
設
。
地
方
自
治
法
二
四
四
条
一
項
）
を
整
備
し
、
住
民
に
提
供
す
る
た
め
の
制
度
と
捉
え
る
。
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
に
伴
い

公
の
施
設
は
増
加
・
多
様
化
し
て
お
り
、
公
物
管
理
は
自
治
体
の
重
要
な
仕
事
と
な
っ
て
い
る
。

公
物
管
理
法
に
は
多
数
の
法
律
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
代
表
的
な
道
路
法
、
河
川
法
、
都
市
公
園
法
、
水
道
法
、
公
営
住
宅
法
の
五

つ
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
う
ち
河
川
法
は
、
自
然
公
物
で
あ
る
河
川
を
対
象
と
す
る
が
、
他
の
法
律
は
人
工
的
に
つ
く
ら
れ
た
人
工
公
物

を
対
象
と
す
る
。

公
物
管
理
法
の
中
心
と
な
る
の
は
、
各
施
設
の
「
整
備
」
と
「
管
理
」
の
事
務
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
管
理
」
に
つ
い
て
は
、
道
路
と

河
川
と
都
市
公
園
は
、
不
特
定
多
数
者
の
自
由
使
用
に
供
せ
ら
れ
る
（
自
由
使
用
の
原
則
）
た
め
、
施
設
の
物
理
的
な
管
理
が
中
心
と
な
る

が
、
水
道
と
公
営
住
宅
は
、
物
理
的
な
管
理
だ
け
で
な
く
契
約
者
の
利
用
に
供
す
る
行
為
が
重
要
な
要
素
と
な
る
。

⑵　

地
方
分
権
改
革
の
影
響

公
物
管
理
法
に
基
づ
く
自
治
体
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
分
権
改
革
（
二
〇
〇
〇
年
施
行
）
に
よ
っ
て
自
治
事
務
と
法
定
受
託
事
務

に
切
り
替
え
ら
れ
た
ほ
か
、
第
二
期
分
権
改
革
（
二
〇
〇
七
年
〜
現
在
）
に
お
い
て
義
務
づ
け
・
枠
づ
け
の
見
直
し
が
行
わ
れ
た
。
特
に
地

方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
二
〇
〇
九
に
基
づ
く
改
革
で
は
、
重
点
三
事
項
の
一
つ
と
し
て
「
施
設
・
公
物
設
置
管
理
の
基
準
」
が
取
り
上

げ
ら
れ
、
法
令
の
基
準
の
緩
和
と
条
例
委
任
が
進
め
ら
れ
た
。
後
述
の
と
お
り
、
道
路
法
、
都
市
公
園
法
、
公
営
住
宅
法
で
も
こ
う
し
た



三

地
域
づ
く
り
法
制
の
過
剰
過
密
と
分
権
化
の
可
能
性
（
二
）（
礒
崎
）

改
革
が
行
わ
れ
た
が
、
十
分
な
見
直
し
に
な
っ
て

い
る
か
検
証
し
よ
う
。

⑶　

法
令
の
規
定
（
規
律
密
度
）
の
状
況

五
つ
の
法
律
の
う
ち
、
格
別
の
法
令
集
の
な
い

公
営
住
宅
法
を
除
く
四
つ
の
六
法
・
法
令
集
の
状

況
を
ま
と
め
た
の
が
、
表
15
で
あ
る
。
こ
の
う
ち

水
道
法
関
係
法
令
集
は
、
水
道
法
に
限
定
し
た
簡

潔
な
法
令
集
で
あ
る
が
、他
の
三
つ
に
つ
い
て
は
、

①
い
ず
れ
も
法
令
等
が
二
五
〇
〜
四
〇
〇
件
、
頁

数
が
二
、〇
〇
〇
〜
三
、五
〇
〇
頁
と
大
部
に
な
っ

て
い
る
こ
と
、②
道
路
法
令
要
覧
と
河
川
六
法
は
、

法
律
・
政
令
・
省
令
・
告
示
の
い
ず
れ
も
多
数
で

あ
る
こ
と
、
③
公
園
・
緑
地
・
広
告
必
携
に
は
告

示
や
通
知
等
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
五
つ
の
法
制
度
の
規
律
密
度
は
ど
う
な
っ

て
い
る
だ
ろ
う
か
。土
地
利
用
規
制
法
と
同
様
に
、

対
象
と
す
る
五
つ
の
法
律
・
政
令
・
省
令
の
条
数

表15　公物管理法令集（六法）の掲載法令等の状況　　　単位：本数（割合：％）

法令集（六法）名 法律 政令 省令 告示 通知等 合計 総頁数
道路法令要覧 平成29年版（道路法令研究
会編、ぎょうせい）

53
（20.4）

48
（18.5）

47
（18.1）

24
（ 9.2）

88
（33.8）

260
（100） 2,342

河川六法 平成27年版（河川法研究会編、
大成出版社）

65
（15.8）

57
（13.8）

50
（12.1）

45
（10.9）

195
（47.3）

412
（100） 2,852

公園・緑地・広告必携 平成25年版（国土
交通省都市局公園緑地・景観課監修、ぎょ
うせい）

21
（ 5.8）

22
（ 6.1）

19
（ 5.3）

63
（17.5）

235
（65.3）

360
（100） 3,498

水道法関係法令集 平成30年4月版（水道
法令研究会監修、中央法規出版）

1
（11.1）

1
（11.1）

5
（55.6）

2
（22.2）

0
（ 0.0）

9
（100） 202

（注）本来の対象法令に限定し、参考法令等は除いた。各六法の「目次」から筆者作成。

表16　公物管理法（対象5法律）の条数・文字数

法律名（制定年） 法律 政令（施行令等） 省令（施行規則）
条数 字数 条数 字数 条数 字数

道路法（1952年） 156 61,281 89 51,927 60 16,737
＊道路構造令・同施行規則 － － 49 21,707 5 842
河川法（1969年） 133 43,878 116 38,406 111 32,676
＊河川管理施設構造令・同施行規則 － － 81 20,059 42 14,485
都市公園法（1952年） 62 18,664 35 15,830 31 6,464
水道法（1957年） 116 33,830 17 8,636 101 39,130
公営住宅法（1951年） 52 22,477 17 7,278 24 5,252

（出典）法令は「e-Gov法令検索」によった（2018年5月現在）。
（注） 字数は各条文（附則を除外し、別表を含む）をコピーし、Wordのカウント機能によりカウントし

た。



四

と
文
字
数
を
カ
ウ
ン
ト
す
る
と
、
表
16
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
①
道
路
法
・
河
川
法
は
法
律
・
政
令
・
省
令
と
も
に
条
数
・

文
字
数
が
多
い
こ
と
、
②
水
道
法
は
法
律
と
省
令
の
条
数
・
文
字
数
が
多
く
、
政
令
は
比
較
的
少
な
い
こ
と
、
③
都
市
公
園
法
と
公
営
住

宅
法
は
法
律
・
政
令
・
省
令
と
も
に
比
較
的
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
法
律
が
定
め
る
事
務
の
数
や
複
雑
さ
が
異
な
る
た
め
、

一
概
に
は
決
め
つ
け
ら
れ
な
い
が
、
全
体
に
法
令
の
規
律
密
度
が
高
い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

2　

道
路
法
に
基
づ
く
道
路
の
整
備
と
管
理

道
路
は
、
誰
も
が
い
つ
で
も
使
う
こ
と
が
で
き
、
人
、
物
、
情
報
が
行
き
来
し
、
あ
ら
ゆ
る
施
設
の
存
立
の
基
盤
に
な
る
と
い
う
「
交

通
機
能
」
を
有
す
る
と
と
も
に
、
災
害
時
に
は
緊
急
避
難
路
や
火
災
遮
断
の
空
間
と
な
り
、
通
風
や
採
光
な
ど
都
市
環
境
の
創
造
に
寄
与

し
、
上
下
水
道
、
ガ
ス
等
の
公
益
施
設
を
収
容
す
る
な
ど
「
公
共
空
間
と
し
て
の
機
能
」
も
有
す
る
。
道
路
法
は
、
こ
う
し
た
機
能
を
確

保
す
る
た
め
の
基
本
法
で
あ
り
、「
道
路
の
憲
法
と
も
い
う
べ
き
法
律
」
で
あ
る
（
以
上
、
道
路
法
令
研
究
会
二
〇
一
七
：
一
、二
五
）。

道
路
法
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
義
務
づ
け
・
枠
づ
け
の
見
直
し
に
伴
う
二
〇
一
一
年
法
改
正
に
よ
り
、
道
路
構
造
等
の
基
準
の
一
部
を

条
例
に
委
任
し
、
法
令
で
参
酌
基
準
を
定
め
る
改
正
が
行
わ
れ
た）（1
（

。

道
路
法
の
事
務
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
道
路
行
政
の
基
本
は
道
路
を
建
設
し
、
一
般
の
交
通
に
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。
道
路
の
成
立
か

ら
廃
止
ま
で
の
手
続
は
図
1
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
中
核
を
な
す
事
務
は
、
路
線
認
定
と
工
事
の
施
行
（
道
路
の
新
設
）
と
考
え

ら
れ
る
た
め
、
以
下
で
は
こ
の
二
つ
の
事
務
に
関
す
る
規
定
を
取
り
上
げ
よ
う
。

⑴　

目　
　
　

的

道
路
法
は
、「
道
路
網
の
整
備
」
を
図
る
た
め
、
道
路
の
路
線
の
指
定
お
よ
び
認
定
、
管
理
、
構
造
、
保
全
、
費
用
の
負
担
区
分
等
に
関



五

地
域
づ
く
り
法
制
の
過
剰
過
密
と
分
権
化
の
可
能
性
（
二
）（
礒
崎
）

す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
交
通 

の
発
展
」
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
（
一
条
）。

⑵　

執
行
主
体

第
一
に
、
路
線
の
認
定
で
あ
る
が
、
国
道
の
路
線
は
国

が
政
令
に
よ
っ
て
指
定
す
る
が
（
五
条
一
項
）、
都
道
府
県

道
の
路
線
認
定
は
都
道
府
県
知
事
が
行
い
（
七
条
一
項
）、

市
町
村
道
の
路
線
認
定
は
市
町
村
長
が
行
う（
八
条
一
項
）。

こ
れ
ら
は
自
治
事
務
で
あ
る
。

第
二
に
、
道
路
の
管
理
は
次
の
区
分
に
よ
り
行
う
（
道

路
法
令
研
究
会
二
〇
一
四
：
四
四
））

（1
（

。
こ
れ
ら
の
自
治
体
の
事

務
の
う
ち
、
国
道
に
関
す
る
も
の
は
第
一
号
法
定
受
託
事

務
で
あ
る
が
（
九
七
条
）、そ
れ
以
外
は
自
治
事
務
で
あ
る
。

︿
道
路
管
理
者
の
区
分
﹀

①
指
定
区
間
内
の
国
道　

＝
国
土
交
通
大
臣
（
法
一
三

条
一
項
、
一
八
条
一
項
）

②
指
定
区
間
外
の
国
道　

＝
都
道
府
県
（
一
三
条
一
項
、

図1　道路の成立から廃止までの手続

（出典）道路法令研究会編（2014）『道路管理の手引（第5次改訂）』ぎょうせい、18頁

　　　＜一般国道＞　　　　　　　　　　＜都道府県道・市町村道＞

路線の指定またはその変更　（法 5）　　　路線の認定またはその変更　（法 7,8,10）

政令で規定（法 5）　　　　　　　　　　　　　　公示（法 9）

道路の区域の決定またはその変更　（法 18Ⅰ）　　　　　　【公用制限】
　　　　　　　　　　　公示（法 18Ⅰ）　　　　　　　　＜予定公物制限（法 91Ⅰ）＞

道路の区域内の土地についての権原の取得　（法 91Ⅱ）　 ＜道路予定区域制限（法 91Ⅱ）＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 私権の制限（法 4）等
工　事　の　施　行

供　用　の　開　始　（法 18Ⅱ）
　　　　　　　　　　　公示（法 18Ⅱ）
供用中の道路の管理

供　用　の　廃　止　（法 18Ⅱ）
　　　　　　　　　　　公示（法 18Ⅱ）
不　用　物　件　の　管　理　（法 92）



六

一
八
条
一
項
）。
た
だ
し
、指
定
市
の
区
域
内
に
存
す
る
場
合
は
指
定
市（
一
七
条
一
項
）。
指
定
市
以
外
の
市
の
区
域
に
存
す
る
国
道
で
、

都
道
府
県
と
協
議
し
同
意
を
得
た
も
の
は
当
該
市
（
一
七
条
二
項
）。

③
都
道
府
県
道　
　
　
　

＝
都
道
府
県
（
一
五
条
）。
た
だ
し
、
指
定
市
の
区
域
内
に
存
す
る
場
合
は
指
定
市
（
一
七
条
一
項
）。
指
定
市

以
外
の
市
の
区
域
に
存
す
る
都
道
府
県
道
で
、
都
道
府
県
と
協
議
し
同
意
を
得
た
も
の
は
当
該
市
（
一
七
条
二
項
）。
町
村
の
区
域
に

存
す
る
都
道
府
県
道
で
、
都
道
府
県
と
協
議
し
同
意
を
得
た
も
の
は
当
該
町
村
（
一
七
条
三
項
）。

④
市
町
村
道　
　
　
　
　

＝
市
町
村
（
一
六
条
一
項
）

ま
た
、
国
道
の
新
設
・
改
築
は
、
原
則
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
が
、
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
（
施
行
令
一
条
一
項
で
六
項
目

を
定
め
る
）
に
よ
り
都
道
府
県
が
工
事
を
施
行
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
は
、
都
道
府
県
が
行
う
（
一
二
条
た
だ
し
書
き
）。
ま
た
指
定

区
間
内
の
国
道
で
あ
っ
て
も
、
政
令
（
施
行
令
一
条
の
二
）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
ま
た
は
指
定
市
が
管
理
を
行
う
こ
と
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
三
条
二
項
）。
こ
れ
ら
も
第
一
号
法
定
受
託
事
務
で
あ
る
（
九
七
条
一
項
一
号
、
二
号
）。

な
お
、
国
土
交
通
大
臣
ま
た
は
都
道
府
県
知
事
は
、
上
記
の
規
定
に
よ
り
自
治
体
が
管
理
す
る
道
路
に
つ
い
て
法
令
違
反
等
が
あ
る
場

合
は
、
当
該
道
路
管
理
者
に
対
し
て
必
要
な
処
分
等
を
行
う
よ
う
指
示
・
要
求
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
七
五
条
一
項
〜
三
項
）。
自
治

事
務
を
含
め
て
こ
う
し
た
包
括
的
な
是
正
措
置
を
認
め
る
こ
と
は
行
き
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。

⑶　

対　
　
　

象

対
象
に
つ
い
て
は
、
道
路
の
定
義
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
道
と
市
町
村
道
の
範
囲
を
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。

第
一
に
、
そ
も
そ
も
道
路
と
は
「
一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
道
で
次
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
」
を
い
い
、
ト
ン
ネ
ル
、
橋
な
ど
道
路
と
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表17　道路の整備・管理の対象に関する規定

道　路　法 政　令 省　令
　（用語の定義）
第2条　この法律において「道路」とは、一般交通の用に供

する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、
渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となってそ
の効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当
該道路に附属して設けられているものを含むものとする。

2　この法律において「道路の附属物」とは、道路の構造の
保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管
理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。
一　道路上のさく又は駒止
二　道路上の並木又は街灯で第18条第1項に規定する道路

管理者の設けるもの
三　道路標識、道路元標又は里程標
︙
八　前各号に掲げるものを除くほか、政令で定めるもの

　（道路の種類）
第3条　道路の種類は、左に掲げるものとする。

一　高速自動車国道
二　一般国道
三　都道府県道
四　市町村道

　（都道府県道の意義及びその路線の認定）
第7条　第3条第3号の都道府県道とは、地方的な幹線道路網

を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、
都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につ
き、その路線を認定したものをいう。
一　市又は人口5千以上の町（以下これらを「主要地」と

いう。）とこれらと密接な関係にある主要地、港湾法第
2条第2項に規定する国際戦略港湾…（以下これらを「主
要港」という。）、鉄道若しくは軌道の主要な停車場若
しくは停留場（以下これらを「主要停車場」という。）
又は主要な観光地とを連絡する道路

二　主要港とこれと密接な関係にある主要停車場又は主
要な観光地とを連絡する道路

三　主要停車場とこれと密接な関係にある主要な観光地
とを連絡する道路

四　2以上の市町村を経由する幹線で、これらの市町村と
その沿線地方に密接な関係がある主要地、主要港又は
主要停車場とを連絡する道路

五　主要地、主要港、主要停車場又は主要な観光地とこ
れらと密接な関係にある高速自動車国道、国道又は前
各号のいずれかに該当する都道府県道とを連絡する道
路

六　前各号に掲げるもののほか、地方開発のため特に必
要な道路

︙
　（市町村道の意義及びその路線の認定）
第8条　第3条第4号の市町村道とは、市町村の区域内に存す

る道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。

34条の3（法2条2項
8号の政令で定める
道路の附属物、6項
目）



八

一
体
と
な
っ
て
そ
の
効
用
を
全
う
す
る
施
設
等
を
含
む
と
さ
れ
（
二
条
一
項
）、
①
高
速
自
動
車
国
道
、
②
一
般
国
道
、
③
都
道
府
県
道
、

④
市
町
村
道
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
（
三
条
）。
こ
の
う
ち
本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
②
の
一
部
と
③
と
④
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
定
義
規

定
は
、
表
17
の
と
お
り
主
と
し
て
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、「
附
属
物
」
の
一
部
に
つ
い
て
は
政
令
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
都
道
府
県
道
と
は
、「
地
方
的
な
幹
線
道
路
網
」
を
構
成
し
、
か
つ
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
道
路
」
で
、「
都
道

府
県
知
事
が
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
存
す
る
部
分
に
つ
き
、
そ
の
路
線
を
認
定
し
た
も
の
」
と
さ
れ
、
市
ま
た
は
人
口
五
、〇
〇
〇 

以
上
の
町
と
こ
れ
ら
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
主
要
地
等
を
連
絡
す
る
道
路
な
ど
、
六
つ
の
種
類
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
七
条
一
項
）。

第
三
に
、
市
町
村
道
は
「
市
町
村
の
区
域
内
に
存
す
る
道
路
」
と
の
み
定
め
ら
れ
て
い
る
（
八
条
一
項
）。

⑷　

執
行
手
段

こ
の
事
務
は
「
施
設
提
供
制
」
を
採
っ
て
い
る
。
施
設
提
供
制
と
は
、
物
的
施
設
を
設
置
し
、
住
民
や
一
般
の
利
用
に
供
す
る
政
策
手

法
を
い
う
（
総
括
的
な
整
理
と
し
て
礒
崎
二
〇
一
八
：
一
三
七
参
照
）。
こ
の
手
段
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
、
私
権
の
制
限
（
四
条
）、
道

路
占
用
の
許
可
制
（
三
二
条
）、
道
路
に
関
す
る
禁
止
行
為
（
四
三
条
）、
通
行
の
禁
止
ま
た
は
制
限
（
四
六
条
）、
道
路
管
理
者
等
の
監
督
処

分
（
七
一
条
）、
違
反
者
等
に
対
す
る
罰
則
（
九
九
〜
一
〇
八
条
）
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
公
物
管
理
法
に
共
通
す
る
が
、
公
の
施

設
の
整
備
・
管
理
に
は
財
政
措
置
が
重
要
に
な
る
。
道
路
法
で
は
、
道
路
管
理
の
費
用
を
道
路
管
理
者
の
負
担
と
す
る
と
い
う
原
則
（
四
九

条
）
を
定
め
つ
つ
、
国
道
の
管
理
に
関
す
る
費
用
負
担
の
特
例
（
五
〇
条
）、
国
の
補
助
（
五
六
条
）
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

⑸　

執
行
基
準

執
行
基
準
と
し
て
は
、
道
路
の
整
備
基
準
と
管
理
基
準
を
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。
整
備
基
準
と
し
て
は
道
路
の
構
造
基
準
が
該
当

す
る
し
、
管
理
基
準
と
し
て
は
道
路
の
維
持
・
修
繕
基
準
が
該
当
す
る
。
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第
一
に
、
道
路
の
構
造
基
準
に
つ
い
て
は
、
法
律
で
は
道
路
構
造
の
原
則
（
二
九
条
）
を
定
め
た
う
え
で
、「
都
道
府
県
道
及
び
市
町
村

道
の
構
造
の
技
術
的
基
準
」
の
う
ち
、
①
通
行
す
る
自
動
車
の
種
類
に
関
す
る
事
項
、
②
建
築
限
界
、
③
政
令
で
定
め
る
主
要
な
工
作
物

の
自
動
車
の
荷
重
に
対
し
必
要
な
強
度
、
の
三
つ
は
政
令
で
定
め
る
と
す
る
（
三
〇
条
二
項
）。
こ
れ
を
受
け
て
政
令
で
国
道
に
関
す
る
七

つ
の
条
項
を
準
用
し
て
い
る
（
構
造
令
四
一
条
一
項
）。

第
二
に
、
構
造
基
準
の
う
ち
こ
れ
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
は
、「
政
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
し
て
、
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
で
あ

る
地
方
公
共
団
体
の
条
例
で
定
め
る
」
と
す
る
（
三
〇
条
三
項
）。
こ
の
方
式
は
、
前
述
の
義
務
づ
け
・
枠
づ
け
の
見
直
し
で
導
入
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
条
例
で
定
め
る
趣
旨
に
つ
い
て
は
「
都
道
府
県
道
及
び
市
町
村
道
の
構
造
に
つ
い
て
広
く
地
方
公
共
団
体
が
定
め
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
す
れ
ば
、
地
域
住
民
の
安
全
に
深
く
関
わ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
議
会
の
関
与
に
よ
り
住
民
の
意
思
を
十
分
反
映
さ
せ

る
必
要
が
あ
る
た
め
」
と
さ
れ
て
い
る
（
道
路
法
令
研
究
会
二
〇
一
七
：
二
三
二
）。
そ
し
て
参
酌
す
べ
き
基
準
と
し
て
は
、
政
令
で
国
道
に

関
す
る
規
定
の
多
く
を
準
用
し
て
い
る
（
構
造
令
四
一
条
二
項
））

（1
（

。

第
三
に
、
道
路
の
維
持
・
修
繕
基
準
に
つ
い
て
は
、
道
路
を
「
常
時
良
好
な
状
態
に
保
つ
よ
う
に
」
維
持
・
修
繕
に
努
め
る
と
と
も
に
、

そ
の
技
術
的
基
準
は
政
令
で
定
め
る
と
す
る
（
四
二
条
一
〜
三
項
）。
こ
れ
を
受
け
て
政
令
で
、
道
路
構
造
等
を
勘
案
し
て
、「
適
切
な
時

期
に
道
路
の
巡
視
を
行
い
」「
道
路
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
」
な
ど
三
項
目
を
定
め
る
と
と
も
に
、
そ

の
他
の
基
準
は
省
令
で
定
め
る
と
し
た
（
施
行
令
三
五
条
の
二
）。
こ
れ
を
受
け
て
省
令
で
、
道
路
を
構
成
す
る
施
設
・
工
作
物
・
重
要
な

附
属
物
の
点
検
は
、
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
、
近
接
目
視
に
よ
り
五
年
に
一
回
の
頻
度
で
行
う
こ
と
を
基
本
と
す
る
こ
と

な
ど
、
四
項
目
を
定
め
て
い
る
（
施
行
規
則
四
条
の
五
の
五
）。

以
上
の
規
律
は
、広
域
的
に
移
動
す
る
自
動
車
等
の
安
全
な
交
通
の
た
め
で
あ
り
、広
域
的
統
一
性
（
Ｄ
）
の
要
請
に
基
づ
く
と
い
え
る
。
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表18　道路の整備・管理の基準に関する規定

道　路　法 政　令 省　令
　（道路の構造の原則）
第29条　道路の構造は、当該道路の存する

地域の地形、地質、気象その他の状況及
び当該道路の交通状況を考慮し、通常の
衝撃に対して安全なものであるとともに、
安全かつ円滑な交通を確保することがで
きるものでなければならない。

　（道路の構造の基準）
第30条　高速自動車国道及び国道の構造の

技術的基準は、次に掲げる事項について
政令で定める。
一　通行する自動車の種類に関する事項
二　幅員
三　建築限界
四　線形
五　視距
六　勾配
︙
十二　橋その他政令で定める主要な工作

物の自動車の荷重に対し必要な強度
十三　前各号に掲げるもののほか、高速

自動車国道及び国道の構造について必
要な事項

2　都道府県道及び市町村道の構造の技術的
基準（前項第1号、第3号及び第12号に掲
げる事項に係るものに限る。）は、政令で
定める。

3　前項に規定するもののほか、都道府県道
及び市町村道の構造の技術的基準は、政
令で定める基準を参酌して、当該道路の
道路管理者である地方公共団体の条例で
定める。

　（道路の維持又は修繕）
第42条　道路管理者は、道路を常時良好な

状態に保つように維持し、修繕し、もっ
て一般交通に支障を及ぼさないように努
めなければならない。

2　道路の維持又は修繕に関する技術的基準
その他必要な事項は、政令で定める。

3　前項の技術的基準は、道路の修繕を効率
的に行うための点検に関する基準を含む
ものでなければならない。

道路構造令
1条（この政令の趣旨）
3条の2（高速自動車国道及
び一般国道の構造の一般的
技術的基準）
4条（設計車両）
︙
12条（建築限界）
︙
35条（橋、高架の道路等）
︙
41条（都道府県道及び市町

村道の構造の一般的技術
的基準等）＝都道府県道
又は市町村道を新設し、
又は改築する場合におけ
るこれらの道路の構造の
一般的技術的基準につい
て は、 第4条、 第12条、
第35条第2項、第3項及び
第4項（ …）、 第39条 第4
項並びに前条第3項の規
定を準用する。…

2　法第30条第3項の政令で
定める基準については、
第5条 か ら 第11条 の4ま
で、第13条から第34条ま
で、第35条第1項及び第4
項（…）、第36条から第
38条まで、第39条第1項
から第3項まで、第5項及
び第6項並びに前条第1
項、第2項、第4項及び第
5項の規定を準用する。
…

施行令
35条の2（道路の維持又は
修繕に関する技術的基準
等）

道路構造令施行規則
1条（計画交通量）
2条（車線により構
成されない車道の部
分、5項目）
3条（交通安全施設、
4項目）
第四条（防雪施設、
2項目）
5条（橋、高架の道
路等）

道路法施行規則
4条 の5の5（ 道 路 の
維持又は修繕に関す
る技術的基準等、4
項目）
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ま
た
、
義
務
づ
け
・
枠
づ
け
の
見
直
し
後
は
、
法
令
の
規
定
が
直
接
適
用
さ
れ
る
の
は
三
つ
の
事
項
に
限
定
さ
れ
、
そ
の
他
は
参
酌
基
準

に
と
ど
め
る
と
い
う
配
慮
も
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
政
令
の
参
酌
基
準
は
、
規
模
や
地
理
的
条
件
の
異
な
る
国
道
に
関
す
る
規
定
を

そ
の
ま
ま
参
酌
基
準
に
す
る
な
ど
工
夫
の
な
い
立
法
と
な
っ
て
い
る
し
、維
持
・
修
繕
の
基
準
も
一
般
的
か
つ
常
識
的
な
内
容
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
。
こ
の
程
度
の
内
容
で
あ
れ
ば
、
技
術
的
助
言
と
し
て
の
指
針
等
に
転
換
す
る
こ
と
を
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑹　

執
行
手
続

道
路
の
整
備
お
よ
び
管
理
は
、
前
出
の
図
1
の
と
お
り
、
①
道
路
の
路
線
認
定
、
②
道
路
の
区
域
決
定
、
③
権
原
の
取
得
、
④
工
事
の

施
行
、
⑤
供
用
開
始
、
⑥
道
路
の
管
理
と
い
う
段
階
を
経
る
。
こ
れ
ら
の
手
続
に
関
し
て
主
な
規
定
の
み
を
検
討
し
よ
う
。

第
一
に
、
路
線
認
定
の
際
に
は
、
知
事
ま
た
は
市
町
村
長
は
、
議
会
の
議
決
を
経
た
う
え
で
路
線
を
認
定
し
、
そ
の
路
線
名
、
起
点
・

終
点
等
を
、
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
公
示
す
る
（
七
条
二
項
、
八
条
二
項
、
九
条
）。
第
二
に
、
路
線
認
定
を
行
っ
た
後
は
、
遅
滞
な

く
道
路
区
域
を
決
定
し
て
、
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
を
公
示
し
、
か
つ
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
を
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る

（
一
八
条
一
項
）。
第
三
に
、
道
路
敷
地
の
権
原
の
取
得
と
工
事
の
施
行
に
つ
い
て
は
、
事
実
行
為
で
あ
り
、
格
別
の
手
続
は
定
め
ら
れ
て

い
な
い
。
第
四
に
、
供
用
開
始
の
際
に
は
、
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
示
し
、
か
つ
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
を
一
般

の
縦
覧
に
供
す
る
（
一
八
条
二
項
）。
第
五
に
、
道
路
管
理
者
は
、
省
令
で
定
め
る
事
項
に
基
づ
き
、
管
理
す
る
道
路
の
台
帳
を
調
製
し
、

保
管
す
る
（
二
八
条
一
項
、
二
項
）。

以
上
の
規
律
は
、
広
域
的
な
自
動
車
交
通
の
円
滑
と
利
用
者
の
利
便
性
の
た
め
に
は
統
一
的
な
扱
い
が
要
請
さ
れ
る
た
め
、
広
域
的
統

一
性
（
D
）
に
基
づ
く
と
い
え
る
。
し
か
し
、
法
令
で
は
最
低
限
の
事
項
や
方
法
の
み
を
定
め
、
各
自
治
体
が
住
民
の
利
便
性
を
考
え
て

よ
り
細
か
い
事
項
を
告
示
し
た
り
、
事
務
所
で
の
縦
覧
に
代
え
て
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
掲
載
と
し
た
り
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
べ
き
で
あ
る
。



一
二

3　

河
川
法
に
基
づ
く
河
川
の
整
備
と
管
理

河
川
は
、
自
然
水
流
お
よ
び
自
然
水
流
の
流
水
の
疎
通
を
確
保
す
る
た
め
に
築
造
さ
れ
た
人
工
流
水
で
あ
る
。
河
川
は
本
来
、
自
然
発

生
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
一
般
公
衆
の
た
め
の
飲
料
水
、
工
業
用
水
等
を
供
給
す
る
と
と
も
に
、
雨
水
、
生
活
廃
水
等
の
排
水
路
と
な
り
、

洪
水
時
に
は
氾
濫
し
て
災
害
を
も
た
ら
す
な
ど
、
国
民
生
活
に
密
接
か
つ
重
要
な
関
係
を
有
す
る
。
そ
こ
で
、
法
律
に
基
づ
い
て
様
々
な

規
律
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（
以
上
、
河
川
法
研
究
会
二
〇
〇
六
：
一
─
二
）。
河
川
法
に
基
づ
く
事
務
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
中
心
に
な
る
河

川
の
整
備
と
管
理
に
関
す
る
規
定
を
取
り
上
げ
よ
う
。

⑴　

目　
　
　

的

河
川
法
は
、
河
川
に
つ
い
て
、「
洪
水
、
津
波
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
が
防
止
さ
れ
、
河
川
が
適
正
に
利
用
さ
れ
、
流
水
の
正

常
な
機
能
が
維
持
さ
れ
、
及
び
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
が
さ
れ
る
よ
う
に
こ
れ
を
総
合
的
に
管
理
す
る
こ
と
」
に
よ
り
、「
国
土
の
保

全
と
開
発
」
に
寄
与
し
、
も
っ
て
「
公
共
の
安
全
を
保
持
し
、
か
つ
、
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
」
を
目
的
と
す
る
（
一
条
）。
河

川
管
理
は
、
①
災
害
の
防
止
、
②
河
川
の
利
用
、
③
流
水
の
維
持
、
④
河
川
環
境
の
保
全
と
い
う
複
合
的
な
目
的
を
持
つ
の
で
あ
る
。

⑵　

執
行
主
体

河
川
法
に
お
い
て
「
河
川
管
理
者
」
は
、
次
の
よ
う
に
河
川
の
種
類
に
応
じ
て
分
け
ら
れ
て
い
る
（
七
条
）。

︿
河
川
管
理
者
の
区
分
﹀

①
一
級
河
川　

＝
国
土
交
通
大
臣
（
法
九
条
一
項
）。
た
だ
し
、
大
臣
が
指
定
す
る
区
間
（
指
定
区
間
）
内
の
事
務
の
一
部
は
、
政
令
で



一
三

地
域
づ
く
り
法
制
の
過
剰
過
密
と
分
権
化
の
可
能
性
（
二
）（
礒
崎
）

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
（
ま
た
は
指
定
都
市
の
長
）
が
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
九
条
二
項
、
五
項
）。
こ

の
知
事
等
の
事
務
は
第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
施
行
令
五
七
条
の
五
）。

②
二
級
河
川　

＝
都
道
府
県
知
事
（
一
〇
条
一
項
）。
た
だ
し
、
指
定
都
市
の
区
域
内
で
、
当
該
知
事
が
指
定
都
市
の
長
が
管
理
す
る 

こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
て
指
定
す
る
区
間
は
、
当
該
市
長
（
一
〇
条
二
項
）。
い
ず
れ
も
第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
一
〇
〇
条
の 

三
）。

③
準
用
河
川　

＝
市
町
村
長
（
一
〇
〇
条
一
項
）。
自
治
事
務
。

こ
の
河
川
管
理
権
の
分
担
は
概
ね
合
理
的
だ
が
、
二
級
河
川
の
管
理
を
法
定
受
託
事
務
と
す
る
こ
と
は
、
妥
当
で
は
な
い
。
あ
る
解
説

書
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
管
理
は
「
国
土
保
全
上
又
は
国
民
経
済
上
重
要
な
河
川
に
つ
い
て
、
予
測
困
難
な
災
害
か
ら
国
民
の
生
命
・
財

産
の
保
護
を
図
る
」
と
と
も
に
、「
国
民
生
活
に
不
可
欠
な
水
の
供
給
を
確
保
す
る
こ
と
」
を
目
的
と
す
る
た
め
、
法
定
受
託
事
務
と
し

た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
（
河
川
法
研
究
会
二
〇
〇
六
：
五
四
七
）、
国
土
保
全
等
か
ら
重
要
な
河
川
は
一
級
河
川
に
指
定
で
き
る
し
、
地
域

の
実
情
を
踏
ま
え
た
災
害
防
止
は
自
治
体
の
責
務
で
あ
る
（
災
害
対
策
基
本
法
四
条
、
五
条
）。
自
治
事
務
に
変
更
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑶　

対　
　
　

象

対
象
に
関
し
て
は
、
第
一
に
「
河
川
」
の
定
義
が
問
題
と
な
る
。
そ
も
そ
も
河
川
と
は
「
公
共
の
水
流
及
び
水
面
」
で
あ
る
が
（
四
条

一
項
）、
河
川
法
に
お
け
る
河
川
と
は
「
一
級
河
川
及
び
二
級
河
川
」
を
い
い
、「
こ
れ
ら
の
河
川
に
係
る
河
川
管
理
施
設
を
含
む
も
の
」

で
あ
る
と
し
、
河
川
管
理
施
設
の
範
囲
も
具
体
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
（
三
条
一
項
、
二
項
）。

第
二
に
、
一
級
河
川
と
二
級
河
川
の
定
義
が
問
題
と
な
る
。
一
級
河
川
と
は
、「
国
土
保
全
上
又
は
国
民
経
済
上
特
に
重
要
な
水
系
で



一
四

政
令
で
指
定
し
た
も
の
に
係
る
河
川
（
…
）
で
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
」
を
い
う
（
四
条
一
項
）。
こ
れ
を
受
け
て
政
令
で

一
〇
九
の
水
系
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
二
級
河
川
と
は
、
一
級
河
川
の
「
水
系
以
外
の
水
系
で
公
共
の
利
害
に
重
要
な
関
係
が
あ
る

も
の
に
係
る
河
川
で
都
道
府
県
知
事
が
指
定
し
た
も
の
」
を
い
う
（
五
条
一
項
）。
な
お
、ほ
か
に
準
用
河
川
と
い
う
制
度
が
あ
り
（
一
〇
〇

条
）、
地
域
で
は
重
要
な
機
能
を
有
し
て
い
る
が
、
二
級
河
川
と
同
様
の
規
律
と
な
る
た
め
、
本
稿
で
は
指
摘
に
と
ど
め
る
。

第
三
に
、「
河
川
区
域
」
と
「
河
川
保
全
区
域
」
の
概
念
が
重
要
と
な
る
。
ま
ず
河
川
区
域
は
、
表
19
の
と
お
り
、
①
河
川
の
流
水
が

継
続
し
て
存
す
る
土
地
等
の
区
域
、
②
河
川
管
理
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域
、
③
堤
外
の
土
地
の
区
域
の
う
ち
、
①
と
一
体
と
し

て
管
理
を
行
う
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
河
川
管
理
者
が
指
定
し
た
区
域
を
い
う
（
六
条
一
項
）。
こ
の
区
域
内
で
は
、
土
地
の
占
用
、
土

石
等
の
採
取
、
工
作
物
の
新
築
等
に
つ
い
て
河
川
管
理
者
の
許
可
が
必
要
と
な
る
（
二
四
条
、
二
五
条
、
二
六
条
、
二
七
条
）。
こ
れ
に
対
し

て
河
川
保
全
区
域
は
、
河
川
管
理
者
が
「
河
岸
又
は
河
川
管
理
施
設
（
樹
林
帯
を
除
く
。
…
）
を
保
全
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
」
に
「
河
川
区
域
（
…
）
に
隣
接
す
る
一
定
の
区
域
」
を
指
定
し
た
も
の
で
あ
る
（
五
四
条
一
項
）。
こ
の
区
域
内
で
は
、
土
地
の
形
状

変
更
、
工
作
物
の
新
築
等
に
つ
い
て
河
川
管
理
者
の
許
可
が
必
要
と
な
る
（
五
五
条
一
項
）。

⑷　

執
行
手
段

こ
の
事
務
も
「
施
設
提
供
制
」
を
採
っ
て
い
る
。
こ
の
手
段
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
河
川
整
備
基
本
方
針
と
河
川
整
備
計
画

（
一
六
条
、
一
六
条
の
二
）、
土
地
の
占
用
の
許
可
（
二
四
条
）、
工
作
物
の
新
築
等
の
許
可
（
二
六
条
）、
河
川
保
全
区
域
に
お
け
る
行
為
の
制

限
（
五
五
条
）、
河
川
予
定
地
（
五
六
条
）、
河
川
管
理
者
の
監
督
処
分
（
七
五
条
）
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
財
政
措
置
に
つ
い
て
は
、

費
用
負
担
の
原
則
（
五
九
条
）
の
下
で
、
一
級
河
川
（
指
定
区
間
外
）
の
費
用
負
担
（
六
〇
条
一
項
）、
一
級
河
川
（
指
定
区
間
内
）
の
費
用
負

担
（
六
〇
条
二
項
等
）、
二
級
河
川
の
改
良
工
事
の
費
用
分
担
（
六
二
条
等
）
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。



一
五

地
域
づ
く
り
法
制
の
過
剰
過
密
と
分
権
化
の
可
能
性
（
二
）（
礒
崎
）

表19　河川の整備・管理の対象に関する規定

河　川　法 政　令 省　令
　（河川及び河川管理施設）
第3条　この法律において「河川」とは、一級河川及び二級河

川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとす
る。

2　この法律において「河川管理施設」とは、ダム、堰、水門、
堤防、護岸、床止め、樹林帯（堤防又はダム貯水池に沿って
設置された国土交通省令で定める帯状の樹林で堤防又はダム
貯水池の治水上又は利水上の機能を維持し、又は増進する効
用を有するものをいう。）その他河川の流水によって生ずる
公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を
有する施設をいう。…

　（一級河川）
第4条　この法律において「一級河川」とは、国土保全上又は

国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川
（公共の水流及び水面をいう。以下同じ。）で国土交通大臣が
指定したものをいう。

︙
　（二級河川）
第5条　この法律において「二級河川」とは、前条第1項の政令

で指定された水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があ
るものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいう。

2　都府県知事は、前項の規定により河川を指定しようとする
場合において、当該河川が他の都府県との境界に係るもので
あるときは、当該他の都府県知事に協議しなければならない。

3　都道府県知事は、第1項の規定により河川を指定するときは、
国土交通省令で定めるところにより、水系ごとに、その名称
及び区間を公示しなければならない。

4　都道府県知事は、第1項の規定により河川を指定しようとす
るときは、あらかじめ、関係市町村長の意見をきかなければ
ならない。

5　前項の規定により関係市町村長が意見を述べようとすると
きは、当該市町村の議会の議決を経なければならない。

︙
　（河川区域）
第6条　この法律において「河川区域」とは、次の各号に掲げ

る区域をいう。
一　河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の

状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類
する状況を呈している土地（…）の区域

二　河川管理施設の敷地である土地の区域
三　堤外の土地（政令で定めるこれに類する土地及び政令で定

める遊水地を含む。…）の区域のうち、第1号に掲げる区域
と一体として管理を行う必要があるものとして河川管理者が
指定した区域

︙
4　河川管理者は、第1項第3号の区域、高規格堤防特別区域又

は樹林帯区域を指定するときは、国土交通省令で定めるとこ
ろにより、その旨を公示しなければならない。…

　（河川保全区域）
第54条　河川管理者は、河岸又は河川管理施設（樹林帯を除く。

第3項において同じ。）を保全するため必要があると認めると
きは、河川区域（第58条の2第1項の規定により指定したもの
を除く。…）に隣接する一定の区域を河川保全区域として指
定することができる。

河川法第4条第
1項の水系を指
定する政令
河 川 法 第4条
第1項 の 水 系
は、次の各号
に掲げるもの
とする。
一　天塩川水
系
…
百九　肝属川
水系

施行令
1条1項（法6条
1項3号の堤外
の土地に類す
る土地等、3項
目）
1条2項（法6条
1項3号の政令
で定める遊水
地）

1条（樹林帯の
範囲、2項目）

1条の4（二級
河川の指定の
公示）

2条（法6条4項
の河川区域の
指定等の公示
方法）



一
六

⑸　

執
行
基
準

執
行
基
準
と
し
て
は
、
河
川
管
理
施
設
等
の
構
造
基
準
と
維
持
修
繕
基
準
を
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。

第
一
に
、河
川
管
理
施
設
等
の
構
造
基
準
に
つ
い
て
は
、表
20
の
と
お
り
安
全
な
構
造
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
（
一
三

条
一
項
）。
ま
た
、
主
要
な
河
川
管
理
施
設
等
の
構
造
の
技
術
的
基
準
は
政
令
で
定
め
る
と
さ
れ
（
同
条
二
項
）、
こ
れ
を
受
け
て
政
令
で
、

ダ
ム
、
堤
防
、
床
止
め
、
堰
、
水
門
・
樋
門
等
に
関
し
て
七
四
条
に
及
ぶ
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
三
〜
七
二
条
）。

第
二
に
、
維
持
・
修
繕
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
河
川
管
理
施
設
等
を
良
好
な
状
態
に
保
つ
よ
う
に
維
持
・
修
繕
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
（
一
五
条
の
二
第
一
項
）、
こ
れ
ら
の
技
術
的
基
準
等
は
政
令
で
定
め
る
と
さ
れ
る
（
同
条
二
項
）。
こ
れ
を
受
け
て
政

令
で
「
河
川
管
理
施
設
等
の
構
造
等
を
勘
案
し
て
、
適
切
な
時
期
に
巡
視
を
行
い
、
及
び
草
刈
り
、
障
害
物
の
処
分
そ
の
他
の
機
能
を
維

持
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
」
な
ど
四
項
目
を
定
め
る
と
と
も
に
（
施
行
令
九
条
の
三
）、
こ
れ
以
外
の
技
術
的
基
準
等
は

省
令
で
定
め
る
と
し
（
同
条
二
項
）、
省
令
で
点
検
の
記
録
と
保
存
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
（
施
行
規
則
七
条
の
二
第
二
項
）。

以
上
の
基
準
は
、
広
域
的
に
存
在
す
る
河
川
の
基
準
で
あ
る
た
め
、
広
域
的
統
一
性
（
Ｄ
）
に
基
づ
く
と
い
え
る
。
し
か
し
、
河
川
は

自
然
公
物
で
あ
り
、
河
川
の
形
状
、
周
辺
の
状
況
、
気
候
の
差
な
ど
個
別
性
が
高
い
し
、
⑴
で
述
べ
た
河
川
環
境
の
整
備
・
保
全
と
い
う

目
的
は
、
河
川
の
状
況
、
周
辺
地
域
の
土
地
利
用
等
に
よ
っ
て
異
な
る
た
め
、
こ
こ
ま
で
詳
細
な
規
律
は
実
態
に
合
わ
な
い
と
考
え
ら
れ

る
。
特
に
政
省
令
の
規
定
は
簡
素
化
す
べ
き
で
あ
り
、
解
釈
論
と
し
て
は
標
準
的
規
定
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

⑹　

執
行
手
続

第
一
に
、二
級
河
川
の
指
定
（
五
条
一
項
）、河
川
区
域
の
堤
外
地
の
河
川
区
域
の
指
定
（
六
条
一
項
三
号
）、河
川
保
全
区
域
の
指
定
（
五
四

条
一
項
）
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
詳
述
し
な
い
が
、
関
係
機
関
と
の
協
議
な
ど
細
か
い
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
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表20　河川の整備・管理に関する規定

河　川　法 政　令 省　令
　（河川管理施設等の構造の基準）
第13条　河川管理施設又は第26条第1項の許可

を受けて設置される工作物（以下「許可工
作物」という。）は、水位、流量、地形、地
質その他の河川の状況及び自重、水圧その
他の予想される荷重を考慮した安全な構造
のものでなければならない。

2　河川管理施設又は許可工作物のうち、ダム、
堤防その他の主要なものの構造について河
川管理上必要とされる技術的基準は、政令
で定める。

　（河川管理施設等の維持又は修繕）
第15条の2　河川管理者又は許可工作物の管理

者は、河川管理施設又は許可工作物を良好
な状態に保つように維持し、修繕し、もっ
て公共の安全が保持されるように努めなけ
ればならない。

2　河川管理施設又は許可工作物の維持又は修
繕に関する技術的基準その他必要な事項は、
政令で定める。

3　前項の技術的基準は、河川管理施設又は許
可工作物の修繕を効率的に行うための点検
に関する基準を含むものでなければならな
い。

河川管理施設等構造令
第2章　ダム
4条（構造の原則）
︙
第3章　堤防
17条（適用の範囲）
︙
第4章　床止め
33条（構造の原則）
︙
第5章　堰せき
36条（構造の原則）
︙
第6章　水門及び樋門
46条（構造の原則）
︙
第7章　揚水機場、排
水機場及び取水塔
54条（揚水機場及び排
水機場の構造の原則）
︙
第8章　橋
60条（河川区域内に設
ける橋台及び橋脚の構
造の原則）
︙
第9章　伏せ越し
68条（適用の範囲）
︙
72条（深さ）

施行令
（河川管理施設等の維
持又は修繕に関する技
術的基準等）
9条の3（法15条の2第2
項の政令で定める河川
管理施設又は許可工作
物の維持又は修繕に関
する技術的基準その他
必要な事項、4項目）

河川管理施設等構造令
施行規則
1条（ダムの構造計算）
2条（ダムの構造計算
に用いる設計震度）
︙
13条（令16条の貯水池
に沿って設置する樹林
帯の構造）
13条の2（高規格堤防
の構造計算）
︙
14条（令24条の堤防の
側帯）
15条（令27条の堤防の
管理用通路）
16条（令35条の床止め
の設置に伴い必要とな
る護岸）
17条（ 令38条3項 の 可
動堰の可動部の径間長
の特例）
︙
23条（水門の径間長の
特例）
︙
28条（ 令63条2項 の 省
令で定める主要な公共
施設に係る橋）
︙
31条（橋の設置に伴い
必要となる護岸）
︙
34条（ 令67条1項 で 定
める治水上の影響が著
しく小さい橋）

施行規則
7条の2第1項（令9条の
3第1項3号の省令で定
める河川管理施設等の
維持・修繕に関する技
術的基準等、4項目）
7条の2第2項（令9条の
3第2項の省令で定める
技術的基準その他必要
な事項）



一
八

第
二
に
、
河
川
管
理
者
は
、
河
川
整
備
基
本
方
針
（
河
川
工
事
及
び
河
川
の
維
持
に
つ
い
て
の
基
本
と
な
る
べ
き
方
針
に
関
す
る
事
項
）
を
定

め
る
と
と
も
に
（
一
六
条
一
項
）、こ
の
基
本
方
針
に
沿
っ
て
計
画
的
に
河
川
の
整
備
を
実
施
す
べ
き
区
間
に
つ
い
て
、河
川
整
備
計
画
（
河

川
の
整
備
に
関
す
る
計
画
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
六
条
の
二
第
一
項
）。
こ
れ
ら
に
記
載
す
べ
き
事
項
等
は
、
政
令
で
定

め
ら
れ
て
い
る
（
施
行
令
一
〇
条
、
一
〇
条
の
三
）。

以
上
の
手
続
は
、
広
域
的
に
存
在
す
る
河
川
の
管
理
等
の
手
続
で
あ
る
た
め
、
広
域
的
統
一
性
（
Ｄ
）
に
基
づ
く
と
い
え
る
が
、
法
定

受
託
事
務
と
は
い
え
、
学
識
経
験
者
や
関
係
住
民
の
意
見
聴
取
（
法
一
六
条
の
二
第
三
項
、
四
項
）
な
ど
は
自
治
体
の
ル
ー
ル
に
委
ね
る
べ

き
で
あ
り
、
過
剰
な
規
律
と
考
え
ら
れ
る
。

4　

都
市
公
園
法
に
基
づ
く
都
市
公
園
の
設
置
と
管
理

都
市
公
園
は
、
人
々
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
空
間
と
な
る
ほ
か
、
良
好
な
都
市
景
観
の
形
成
、
都
市
環
境
の
改
善
、
都
市
の
防
災
性

の
向
上
、
生
物
多
様
性
の
確
保
、
豊
か
な
地
域
づ
く
り
に
資
す
る
交
流
の
空
間
な
ど
多
様
な
機
能
を
有
す
る
、
都
市
の
根
幹
的
な
施
設
で

あ
る
（
以
上
、
国
土
交
通
省
二
〇
一
七
：
は
じ
め
に
）。

都
市
公
園
法
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
義
務
づ
け
・
枠
づ
け
の
見
直
し
に
伴
う
二
〇
一
一
年
法
改
正
に
お
い
て
、
①
都
市
公
園
の
配
置
と

規
模
の
技
術
的
基
準
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
範
囲
を
参
酌
し
て
条
例
で
定
め
る
こ
と
、
②
公
園
施
設
た
る
建
築
物
の
建
築
面
積
の
総
計

に
つ
い
て
敷
地
面
積
の
百
分
の
二
を
参
酌
し
て
条
例
で
定
め
る
割
合
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
こ
と
等
を
定
め
た
（
国
土
交
通
省
二
〇
一
四
：

二
七
─
二
八
）。
本
稿
で
は
、
都
市
公
園
の
設
置
と
管
理
に
関
す
る
法
令
の
規
定
を
取
り
上
げ
よ
う
。

⑴　

目　
　
　

的
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都
市
公
園
法
は
、「
都
市
公
園
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
基
準
等
」
を
定
め
て
「
都
市
公
園
の
健
全
な
発
達
」
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
（
一
条
）。

⑵　

執
行
主
体

都
市
公
園
は
、
自
治
体
ま
た
は
国
が
設
置
し
管
理
す
る
（
二
条
の
二
、
二
条
の
三
）。
こ
の
う
ち
国
は
、
都
道
府
県
の
区
域
を
超
え
る
広

域
の
都
市
公
園
等
を
設
置
す
る
（
法
二
条
一
項
）。
都
道
府
県
と
市
町
村
の
役
割
分
担
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
広
域
公
園
（
一
の
市
町

村
の
区
域
を
超
え
る
広
域
の
利
用
に
供
す
る
都
市
公
園
、
施
行
令
二
条
一
項
四
号
）
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
が
設
置
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
都
市
公
園
の
設
置
・
管
理
は
自
治
事
務
で
あ
る
。

⑶　

対　
　
　

象

対
象
に
つ
い
て
は
、
都
市
公
園
と
公
園
施
設
の
範
囲
を
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
自
治
体
設
置
の
「
都
市
公
園
」
は
、
表
21
の
と
お
り
、「
都
市
計
画
施
設
（
…
）
で
あ
る
公
園
又
は
緑
地
で
地
方
公
共
団
体
が
設

置
す
る
も
の
」
お
よ
び
「
都
市
計
画
区
域
内
に
お
い
て
設
置
す
る
公
園
又
は
緑
地
」
で
、「
設
置
者
が
当
該
公
園
又
は
緑
地
に
設
け
る
公

園
施
設
を
含
む
も
の
」
で
あ
る
（
二
条
一
項
）。
こ
の
「
公
園
施
設
」
は
、「
都
市
公
園
の
効
用
を
全
う
す
る
た
め
当
該
都
市
公
園
に
設
け

ら
れ
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
」
を
い
う
と
さ
れ
、
園
路
お
よ
び
広
場
な
ど
九
種
類
の
施
設
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
二
条
二
項
）。
こ
れ

ら
の
列
挙
に
は
「
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
い
う
要
件
が
あ
り
、
政
令
で
六
二
項
目
に
わ
た
り
詳
細
な
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
（
施

行
令
五
条
一
〜
八
項
）、
反
面
、
条
例
へ
の
委
任
規
定
は
存
在
し
な
い
。
住
民
に
身
近
な
施
設
だ
け
に
見
直
し
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。

⑷　

執
行
手
段

こ
の
事
務
も
「
施
設
提
供
制
」
を
採
っ
て
い
る
。
こ
の
手
段
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
公
園
管
理
者
以
外
の
者
の
公
園
施
設
の



二
〇

表21　都市公園の設置・管理の対象に関する規定

都　市　公　園　法 政　令 省　令
　（定義）
第2条　この法律において「都市公園」とは、

次に掲げる公園又は緑地で、その設置者で
ある地方公共団体又は国が当該公園又は緑
地に設ける公園施設を含むものとする。
一　都市計画施設（都市計画法第4条第6項

に規定する都市計画施設をいう。次号に
おいて同じ。）である公園又は緑地で地方
公共団体が設置するもの及び地方公共団
体が同条第2項に規定する都市計画区域内
において設置する公園又は緑地

二　次に掲げる公園又は緑地で国が設置す
るもの

︙
2　この法律において「公園施設」とは、都市

公園の効用を全うするため当該都市公園に
設けられる次の各号に掲げる施設をいう。
一　園路及び広場
二　植栽、花壇、噴水その他の修景施設で

政令で定めるもの
三　休憩所、ベンチその他の休養施設で政

令で定めるもの
四　ぶらんこ、滑り台、砂場その他の遊戯

施設で政令で定めるもの
五　野球場、陸上競技場、水泳プールその

他の運動施設で政令で定めるもの
六　植物園、動物園、野外劇場その他の教

養施設で政令で定めるもの
七　飲食店、売店、駐車場、便所その他の

便益施設で政令で定めるもの
八　門、柵、管理事務所その他の管理施設

で政令で定めるもの
九　前各号に掲げるもののほか、都市公園

の効用を全うする施設で政令で定めるも
の

3　次の各号に掲げるものは、第1項の規定に
かかわらず、都市公園に含まれないものと
する。
一　自然公園法の規定により決定された国

立公園又は国定公園に関する公園計画に
基いて設けられる施設（…）たる公園又
は緑地

二　自然公園法の規定により国立公園又は
国定公園の区域内に指定される集団施設
地区たる公園又は緑地

5条（公園施設の種類）
1（修景施設、15項目）
2（休養施設、2号）
3（遊戯施設、2号）
4（運動施設、2号）
5（教養施設、3号）
6（便益施設、11項目）
7（管理施設、23項目）
8（9号の政令で定める
施設、4項目）

1条（令5条7項の国土
交通省令で定める環境
への負荷の低減に資す
る発電施設、4号）
1条の2（令5条8項の国
土交通省令で定める災
害応急対策に必要な施
設、7項目）



二
一

地
域
づ
く
り
法
制
の
過
剰
過
密
と
分
権
化
の
可
能
性
（
二
）（
礒
崎
）

設
置
等
（
五
条
）、公
園
施
設
の
公
募
設
置
制
度
（
五
条
の
二
〜
五
条
の
九
）、都
市
公
園
の
占
用
許
可
（
六
条
）、都
市
公
園
の
保
存
（
一
六
条
）、

監
督
処
分
（
二
七
条
）、
私
権
の
制
限
（
三
二
条
）、
公
園
予
定
区
域
等
（
三
三
条
）、
罰
則
（
三
七
〜
四
二
条
）
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
財

政
措
置
に
関
し
て
は
、
費
用
負
担
の
原
則
（
一
二
条
の
二
）、
原
因
者
負
担
金
（
一
三
条
）、
国
に
よ
る
補
助
金
（
二
九
条
）
の
規
定
が
あ
る
。

⑸　

 

執
行
基
準

執
行
基
準
と
し
て
は
、
都
市
公
園
の
設
置
基
準
、
管
理
基
準
、
公
園
施
設
の
設
置
基
準
を
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。

第
一
に
、
設
置
基
準
と
し
て
は
、
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
を
参
酌
し
て
条
例
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
行
う
と
定
め
ら

れ
て
い
る（
三
条
一
項
）。
こ
れ
を
受
け
て
政
令
で
は
、一
の
市
町
村
の
区
域
内
の
住
民
一
人
当
た
り
の
敷
地
面
積
の
標
準
を
一
〇
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
等
を
定
め
る
と
と
も
に
（
施
行
令
一
条
の
二
）、
街
区
公
園
、
近
隣
公
園
、
地
区
公
園
、
総
合
公
園
・
運
動
公
園
・

広
域
公
園
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
配
置
と
規
模
の
基
準
を
定
め
て
い
る
（
同
二
条
））

（1
（

。

第
二
に
、
管
理
基
準
と
し
て
は
、「
政
令
で
定
め
る
都
市
公
園
の
維
持
及
び
修
繕
に
関
す
る
技
術
的
基
準
（
…
）
に
適
合
す
る
よ
う
に

行
う
も
の
と
す
る
」
と
さ
れ
（
三
条
の
二
第
一
項
）、
こ
れ
を
受
け
て
政
令
で
は
、
都
市
公
園
の
構
造
等
を
勘
案
し
て
都
市
公
園
の
巡
視
を

行
い
、
都
市
公
園
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
な
ど
三
つ
の
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
他
の
基
準
を

省
令
で
定
め
る
と
し
（
施
行
令
一
〇
条
一
項
、
二
項
）、
省
令
で
は
、
利
用
者
の
安
全
の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
公
園
施
設

の
点
検
は
、
一
年
に
一
回
の
頻
度
で
行
う
こ
と
を
基
本
と
す
る
こ
と
な
ど
を
定
め
て
い
る
（
施
行
規
則
三
条
の
二
）。
こ
れ
ら
の
規
定
は
常

識
的
な
内
容
で
あ
る
が
、
逆
に
こ
の
程
度
の
内
容
で
あ
れ
ば
、
公
園
管
理
者
の
判
断
に
委
ね
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
に
、
公
園
施
設
の
設
置
基
準
に
つ
い
て
は
、
公
園
施
設
た
る
建
築
物
の
建
築
面
積
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
に
つ
い
て
「
百
分

の
二
を
参
酌
し
て
…
条
例
で
定
め
る
割
合
（
…
）
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
」
と
定
め
つ
つ
、「
動
物
園
を
設
け
る
場
合
そ
の
他
政
令
で
定
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め
る
特
別
の
場
合
」
は

「
政
令
で
定
め
る
範
囲

を
参
酌
し
て
…
条
例
で

定
め
る
範
囲
（
…
）
内

で
こ
れ
を
超
え
る
こ
と

が
で
き
る
」
と
す
る
と

と
も
に
（
四
条
一
項
））

（1
（

、

こ
の
ほ
か
公
園
施
設
の

設
置
に
関
す
る
基
準
は

政
令
で
定
め
る
と
す
る

（
同
条
二
項
）。
こ
れ
を

受
け
て
政
令
で
は
「
政

令
で
定
め
る
特
別
な
場

合
」
と
し
て
、
休
養
施

設
、
運
動
施
設
、
教
養

施
設
な
ど
六
つ
の
施
設

を
挙
げ
（
施
行
令
六
条

表22　都市公園の設置・管理の基準に関する規定

都　市　公　園　法 政　令 省　令
　（都市公園の設置基準）
第3条　地方公共団体が都市公園を設置する

場合においては、政令で定める都市公園の
配置及び規模に関する技術的基準を参酌し
て条例で定める基準に適合するように行う
ものとする。

︙
　

　（都市公園の管理基準）
第3条の2　都市公園の管理は、政令で定める

都市公園の維持及び修繕に関する技術的基
準（都市公園の修繕を効率的に行うための
点検に関する基準を含む。）に適合するよ
うに行うものとする。

︙
　（公園施設の設置基準）
第4条　一の都市公園に公園施設として設け

られる建築物（建築基準法第2条第1号に規
定する建築物をいう。以下同じ。）の建築
面積（…）の総計の当該都市公園の敷地面
積に対する割合は、百分の二を参酌して当
該都市公園を設置する地方公共団体の条例
で定める割合（…）を超えてはならない。
ただし、動物園を設ける場合その他政令で
定める特別の場合においては、政令で定め
る範囲を参酌して当該都市公園を設置する
地方公共団体の条例で定める範囲（…）内
でこれを超えることができる。

2　前項に規定するもののほか、公園施設の
設置に関する基準については、政令で定め
る。

1条（都市公園の配置及
び規模に関する技術的
基準）
1条の2（住民一人当た
りの都市公園の敷地面
積の標準）
2条（地方公共団体が設
置する都市公園の配置
及び規模の基準）
3条（国が設置する都市
公園の配置、規模、位
置及び区域の選定並び
に整備の基準）

10条（都市公園の維持
及び修繕に関する技術
的基準、3項目）

6条（公園施設の建築面
積の基準の特例が認め
られる特別の場合等）
7条（公園施設の構造）
8条（公園施設に関する
制限等）

3条の2（都市公園の維
持及び修繕に関する技
術的基準）



二
三

地
域
づ
く
り
法
制
の
過
剰
過
密
と
分
権
化
の
可
能
性
（
二
）（
礒
崎
）

一
項
）、「
政
令
で
定
め
る
範
囲
」
と
し
て
敷
地
面
積
の
一
〇
〇
分
の
一
〇
〜
二
〇
を
限
度
と
し
て
、
法
四
条
一
項
等
の
建
築
面
積
を
超
え

る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
（
同
条
二
項
〜
五
項
）。
ま
た
前
述
の
法
四
条
二
項
を
受
け
て
、「
公
園
施
設
は
、
安
全
上
及
び
衛
生
上
必
要
な

構
造
を
有
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
（
同
七
条
）、
六
つ
の
基
準
を
定
め
て
い
る
（
同
八
条
）。

以
上
の
基
準
は
、
都
市
公
園
を
国
の
方
針
に
沿
っ
た
も
の
に
す
る
と
い
う
政
策
的
統
一
性
（
Ｅ
）
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の

事
務
は
自
治
事
務
で
あ
る
た
め
、
国
の
方
針
を
貫
徹
さ
せ
な
け
れ
ば
国
の
存
在
意
義
を
維
持
で
き
な
い
な
ど
必
要
や
む
を
得
な
い
場
合
に

限
定
す
べ
き
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
政
省
令
の
規
定
は
廃
止
す
べ
き
で
あ
り
、
解
釈
論
と
し
て
は
標
準
的
規
定
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

⑹　

執
行
手
続

都
市
公
園
を
設
置
し
、
供
用
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
公
園
管
理
者
と
な
る
者
が
、
都
市
公
園
の
区
域
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事

項
を
公
告
す
る
必
要
が
あ
る
（
二
条
の
二
）。
ま
た
、
公
園
管
理
者
以
外
の
者
が
公
園
施
設
を
設
置
ま
た
は
管
理
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、

公
園
管
理
者
の
許
可
が
必
要
で
あ
り
（
五
条
）、省
令
で
定
め
る
公
園
施
設
に
つ
い
て
は
こ
の
公
園
管
理
者
を
公
募
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
五

条
の
二
〜
五
条
の
九
）。

5　

水
道
法
に
基
づ
く
水
道
の
整
備
と
運
営

水
道
は
、「
国
民
の
日
常
生
活
に
直
結
し
、そ
の
健
康
を
守
る
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
（
法
二
条
一
項
）、

「
清
浄
に
し
て
豊
富
低
廉
な
水
の
供
給
」（
法
一
条
）
を
図
る
た
め
、
法
律
で
水
質
基
準
や
施
設
基
準
を
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
提
供
を

原
則
と
し
て
市
町
村
の
事
業
と
し
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
要
す
る
な
ど
各
種
の
規
制
を
行
っ
て
い
る
。

水
道
事
業
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
人
口
減
少
に
伴
う
水
の
需
要
の
減
少
、
水
道
施
設
の
老
朽
化
、
深
刻
化
す
る
人
材
不
足
等
の
課
題
に
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直
面
し
て
い
る
。
そ
こ
で
水
道
の
基
盤
強
化
を
図
る
た
め
、
二
〇
一
八
年
に
水
道
法
が
改
正
さ
れ
、
①
関
係
者
の
責
務
の
明
確
化
、
②
広

域
連
携
の
推
進
、
③
適
切
な
資
産
管
理
の
推
進
の
ほ
か
、
④
官
民
連
携
の
推
進
と
し
て
「
地
方
公
共
団
体
が
、
水
道
事
業
者
等
と
し
て
の

位
置
付
け
を
維
持
し
つ
つ
、
厚
生
労
働
大
臣
等
の
許
可
を
受
け
て
、
水
道
施
設
に
関
す
る
公
共
施
設
等
運
営
権
を
民
間
事
業
者
に
設
定
で

き
る
仕
組
み
」（
い
わ
ゆ
る
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
方
式
）
の
導
入
が
行
わ
れ
た
（
厚
生
労
働
省
二
〇
一
八
）。

以
下
で
は
、
水
道
施
設
の
整
備
と
運
営
に
関
す
る
法
令
の
規
定
を
取
り
上
げ
よ
う
。

⑴　

目　
　
　

的

水
道
の
整
備
・
運
営
は
、
住
民
に
「
清
浄
に
し
て
豊
富
低
廉
な
水
の
供
給
」
を
図
り
、
も
っ
て
「
公
衆
衛
生
の
向
上
」
と
「
生
活
環
境

の
改
善
」
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
（
法
一
条
）。
水
道
が
住
民
の
日
常
生
活
と
健
康
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
提

供
さ
れ
る
水
が
清
浄
で
あ
る
こ
と
、
豊
富
で
あ
る
こ
と
、
低
廉
な
価
格
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

⑵　

執
行
主
体

水
道
の
整
備
・
運
営
を
行
う
水
道
事
業
は
、「
一
般
の
需
要
に
応
じ
て
水
道
に
よ
り
水
を
供
給
す
る
事
業
」（
給
水
人
口
が
百
人
以
下
で
あ

る
水
道
に
よ
る
も
の
を
除
く
。）
を
い
う
（
三
条
二
項
）。
こ
の
水
道
事
業
に
は
、
上
水
道
事
業
（
水
道
事
業
の
う
ち
簡
易
水
道
事
業
を
除
く
も
の
）

と
簡
易
水
道
事
業
（
給
水
人
口
が
五
千
人
以
下
で
あ
る
水
道
に
よ
り
水
を
供
給
す
る
水
道
事
業
、
三
条
三
項
）
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
基
本
的
な

事
業
で
あ
る
上
水
道
事
業
を
取
り
上
げ
る
。

こ
の
事
業
を
行
う
水
道
事
業
者
は
、「
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
て
水
道
事
業
を
経
営
す
る
者
」
を
い
う
と
し
（
三

条
五
項
）、
第
六
条
第
一
項
で
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、「
水
道
事
業
は
、
原
則
と
し
て
市
町
村
が
経
営
す
る
も

の
と
し
、
市
町
村
以
外
の
者
は
、
…
市
町
村
の
同
意
を
得
た
場
合
に
限
り
、
水
道
事
業
を
経
営
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ
て
い
る
（
六



二
五

地
域
づ
く
り
法
制
の
過
剰
過
密
と
分
権
化
の
可
能
性
（
二
）（
礒
崎
）

条
二
項
）。
市
町
村
の
水
道
事
業
は
自
治
事
務
で
あ
る
。

こ
の
大
臣
の
認
可
は
、
①
事
業
の
開
始
が
一
般
の
需
要
に
適
合
す
る
こ
と
、
②
事
業
計
画
が
確
実
か
つ
合
理
的
で
あ
る
こ
と
、
③
水
道

施
設
の
設
計
が
第
五
条
の
施
設
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
、
④
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
に
よ
る
事
業
の
場
合
は
事
業
遂
行
に
足
り
る
経
理

的
基
礎
が
あ
る
こ
と
な
ど
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
与
え
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
技
術
的
細
目
は
省
令
で
定
め
る

と
す
る
（
八
条
一
項
、
二
項
）。
省
令
で
は
、
各
事
項
に
関
し
て
数
多
く
の
細
目
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
施
行
規
則
五
条
〜
七
条
）。

そ
も
そ
も
水
道
事
業
者
を
原
則
と
し
て
市
町
村
と
し
、
そ
の
地
域
的
公
共
性
を
評
価
し
な
が
ら
、
そ
の
場
合
も
大
臣
の
認
可
を
要
す
る

と
し
て
い
る
こ
と
は
問
題
が
あ
る
。
あ
る
解
説
書
に
よ
れ
ば
、
認
可
制
と
し
た
の
は
「
健
康
、
安
全
に
直
接
関
連
し
、
か
つ
地
域
独
占
事

業
（
社
会
合
理
性
の
確
保
、過
当
競
争
の
抑
制
の
観
点
か
ら
）
と
な
る
水
道
事
業
を
合
理
的
か
つ
適
正
な
も
の
と
す
る
観
点
か
ら
」
と
す
る
が
（
水

道
法
制
研
究
会
二
〇
一
一
：
一
五
）、
国
以
上
に
市
町
村
が
こ
う
し
た
要
請
を
軽
視
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
単
な
る
後
見
的
関
与
で
あ
れ
ば

廃
止
す
べ
き
で
あ
り
、
せ
め
て
届
出
制
か
協
議
制
（
合
意
を
要
し
な
い
協
議
）
に
切
り
替
え
る
べ
き
で
あ
る（（2
（

。

な
お
、
こ
れ
ら
の
大
臣
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
が
（
四
六
条
一
項
）、
政
令
で
、
都
道
府
県
知
事
が
処
理
す
る
事
務
（
一
四
条
）
と
指
定
都
道
府
県
（
公
衆
衛
生
の
向
上
と
生
活
環
境
の

改
善
に
関
し
特
に
専
門
的
な
知
識
を
必
要
と
す
る
事
務
が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
も
の
と
し
て
大
臣
が
指
定
す
る
都
道
府
県
）
の
知
事
の
み
が
処
理
す
る

事
務
（
施
行
令
一
五
条
一
項
）
を
定
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
国
が
都
道
府
県
の
実
施
能
力
を
あ
か
ら
さ
ま
に
選
別
す
る
こ
と
、
し
か
も
そ

の
制
度
を
政
令
で
定
め
て
い
る
こ
と
は
、
問
題
が
あ
ろ
う
。

⑶　

対　
　
　

象

水
道
の
整
備
・
運
営
の
対
象
に
つ
い
て
は
、
水
道
・
水
道
施
設
の
定
義
と
需
要
者
の
範
囲
を
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。



二
六

ま
ず
水
道
と
水
道
施
設
に
つ
い
て
は
、
表
23
の
と
お
り
定
め
ら
れ
て
い
る
（
三
条
一
項
、
八
項
）。
こ
の
水
道
施
設
が
満
た
す
べ
き
基
準

に
つ
い
て
は
、
⑸
の
執
行
基
準
と
し
て
取
り
上
げ
る
。
次
に
給
水
の
対
象
者
た
る
需
要
者
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
水
道
事
業
は
「
一
般

の
需
要
に
応
じ
て
…
水
を
供
給
す
る
事
業
」
で
あ
り
、
水
道
事
業
者
は
、
給
水
区
域
内
の
需
要
者
か
ら
給
水
契
約
の
申
込
み
を
受
け
た
と

き
は
、
正
当
の
理
由
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
（
一
五
条
一
項
）。
水
道
事
業
者
は
、
利
用
者
を
限
定
・
選
別

し
な
い
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
に
つ
い
て
は
、
政
省
令
等
の
規
定
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。

⑷　

執
行
手
段

こ
の
事
務
は
「
施
設
提
供
制
」
を
採
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
の
三
つ
の
公
の
施
設
が
自
由
使
用
の
原
則
に
よ
っ
て
い
た
の
に

対
し
て
、
水
道
は
契
約
に
よ
っ
て
特
定
の
者
に
利
用
さ
せ
る
施
設
で
あ
る
。
こ
の
手
段
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
、
一
定
の
場
合
の
給

水
の
停
止
（
一
五
条
二
項
、
三
項
）、
給
水
装
置
が
基
準
に
適
合
し
な
い
場
合
の
給
水
契
約
の
拒
否
ま
た
は
給
水
の
停
止
（
一
六
条
）、
給
水

装
置
の
検
査
（
一
七
条
）、
水
道
施
設
の
損
壊
者
等
に
対
す
る
罰
則
（
五
一
条
）
等
の
措
置
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
財
政
措
置
と
し
て
、
水

道
事
業
等
へ
の
国
庫
補
助
（
四
四
条
）、
水
道
施
設
へ
の
資
金
融
通
等
の
努
力
義
務
（
四
五
条
）
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。

⑸　

執
行
基
準

執
行
基
準
と
し
て
は
、
水
質
基
準
、
施
設
基
準
、
供
給
規
程
・
給
水
義
務
を
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。

第
一
に
、
水
質
基
準
に
つ
い
て
は
、
表
24
の
と
お
り
六
つ
の
要
件
を
定
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
省
令
で
定

め
る
と
す
る
（
四
条
一
項
、
二
項
）。
こ
れ
を
受
け
て
「
水
質
基
準
に
関
す
る
省
令
」
が
制
定
さ
れ
、
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
行
う

検
査
に
お
い
て
表
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
五
一
項
目
の
基
準
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
施
設
基
準
に
つ
い
て
は
、
水
道
は
、「
取
水
施
設
、
貯
水
施
設
、
導
水
施
設
、
浄
水
施
設
、
送
水
施
設
及
び
配
水
施
設
の
全
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表23　水道の整備・運営の対象に関する規定

水　道　法 政　令 省　令
　（用語の定義）
第3条　この法律において「水道」とは、導

管及びその他の工作物により、水を人の飲
用に適する水として供給する施設の総体を
いう。ただし、臨時に施設されたものを除
く。

2　この法律において「水道事業」とは、一
般の需要に応じて、水道により水を供給す
る事業をいう。ただし、給水人口が百人以
下である水道によるものを除く。

︙
8　この法律において「水道施設」とは、水

道のための取水施設、貯水施設、導水施設、
浄水施設、送水施設及び配水施設（専用水
道にあっては、給水の施設を含むものとし、
建築物に設けられたものを除く。以下同
じ。）であつて、当該水道事業者、水道用
水供給事業者又は専用水道の設置者の管理
に属するものをいう。

　（給水義務）
第15条　水道事業者は、事業計画に定める給

水区域内の需要者から給水契約の申込みを
受けたときは、正当の理由がなければ、こ
れを拒んではならない。

2　水道事業者は、当該水道により給水を受
ける者に対し、常時水を供給しなければな
らない。ただし、第40条第1項の規定によ
る水の供給命令を受けたため、又は災害そ
の他正当な理由があってやむを得ない場合
には、給水区域の全部又は一部につきその
間給水を停止することができる。この場合
には、やむを得ない事情がある場合を除き、
給水を停止しようとする区域及び期間をあ
らかじめ関係者に周知させる措置をとらな
ければならない。

3　水道事業者は、当該水道により給水を受
ける者が料金を支払わないとき、正当な理
由なしに給水装置の検査を拒んだとき、そ
の他正当な理由があるときは、前項本文の
規定にかかわらず、その理由が継続する間、
供給規程の定めるところにより、その者に
対する給水を停止することができる。



二
八

表24　水道の整備・運営の基準に関する規定

水　道　法 政　令 省　令
　（水質基準）
第4条　水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件

を備えるものでなければならない。
一　病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたこと

を疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこ
と。

二　シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。
三　銅、鉄、弗素、フェノールその他の物質をその許容量

をこえて含まないこと。
四　異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
五　異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除

く。
六　外観は、ほとんど無色透明であること。

2　前項各号の基準に関して必要な事項は、厚生労働省令で
定める。

　（施設基準）
第5条　水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該水道の

形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、
送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものと
し、その各施設は、次の各号に掲げる要件を備えるもので
なければならない。

一　取水施設は、できるだけ良質の原水を必要量取り入れる
ことができるものであること。

︙
2　水道施設の位置及び配列を定めるにあたっては、その布

設及び維持管理ができるだけ経済的で、かつ、容易になる
ようにするとともに、給水の確実性をも考慮しなければな
らない。

3　水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他
の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、
又は漏れるおそれがないものでなければならない。

4　前3項に規定するもののほか、水道施設に関して必要な技
術的基準は、厚生労働省令で定める。

　（供給規程）
第14条　水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区

分その他の供給条件について、供給規程を定めなければな
らない。

2　前項の供給規程は、次の各号に掲げる要件に適合するも
のでなければならない。
一　料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照ら

し公正妥当なものであること。
二　料金が、定率又は定額をもつて明確に定められている

こと。
三　水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並び

に給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法
が、適正かつ明確に定められていること。

四　特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでな
いこと。

五　貯水槽水道（…）が設置される場合においては、貯水
槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者
の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められている
こと。

3　前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術
的細目は、厚生労働省令で定める。

4　水道事業者は、供給規程を、その実施の日までに一般に
周知させる措置をとらなければならない。

5　水道事業者が地方公共団体である場合にあっては、供給
規程に定められた事項のうち料金を変更したときは、厚生
労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に
届け出なければならない。

︙

水質基準に関する省令
水道法第4条第2項の規
定に基づき、水質基準
に関する省令を次のよ
うに定める。
水道により供給される
水は、次の表の上欄に
掲げる事項につき厚生
労働大臣が定める方法
によって行う検査にお
いて、同表の下欄に掲
げる基準に適合するも
のでなければならな
い。
表（省略、51項目）

水道施設の技術的基準
を定める省令
水道法第5条第4項の規
定に基づき、水道施設
の技術的基準を定める
省令を次のように定め
る。
1条（一般事項）
2条（取水施設）
3条（貯水施設）
4条（導水施設）
5条（浄水施設）
6条（送水施設）
7条（配水施設）
8条（位置及び配列）

施行規則
12条（ 法 第14条 第2項
各号を適用するについ
て必要な技術的細目、
3号）
12条の2（法第14条第3
項に規定する技術的細
目のうち、同条第2項
第3号に関するもの、2
号）
12条の3（法第14条第3
項に規定する技術的細
目のうち、同条第2項
第4号に関するもの、2
号）
12条の4（法第14条第3
項に規定する技術的細
目のうち、同条第2項
第5号に関するもの、2
号）
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部
又
は
一
部
を
有
す
べ
き
」
も
の
と
し
、
各
施
設
に
つ
い
て
六
つ
の
要
件
を
定
め
る
と
と
も
に
（
五
条
一
項
）、
水
道
施
設
の
位
置
と
配
列

の
基
準
（
同
条
二
項
）、
水
道
施
設
の
構
造
と
材
質
の
基
準
（
同
条
三
項
）
を
掲
げ
た
う
え
で
、
こ
の
ほ
か
必
要
な
技
術
的
基
準
は
省
令
で

定
め
る
と
す
る
（
同
条
四
項
）。
こ
れ
を
受
け
て
「
水
道
施
設
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る
省
令
」
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。

第
三
に
、
供
給
規
程
に
つ
い
て
は
、
水
道
事
業
者
は
「
供
給
規
程
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
こ
の
供
給
規
程
に
つ
い
て
五

つ
の
要
件
を
定
め
る
と
と
も
に
（
一
四
条
一
項
、
二
項
）、
こ
れ
ら
の
適
用
に
必
要
な
技
術
的
細
目
は
省
令
で
定
め
る
と
す
る
（
同
条
三
項
）。

こ
れ
を
受
け
て
施
行
規
則
で
四
条
に
わ
た
り
各
要
件
に
関
す
る
細
目
を
定
め
て
い
る
。
な
お
、
⑶
で
述
べ
た
と
お
り
、
水
道
事
業
者
に
は

給
水
契
約
の
拒
否
の
禁
止
、
水
の
供
給
義
務
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
一
五
条
一
項
〜
三
項
）。

以
上
の
規
律
は
、
水
道
事
業
を
国
の
方
針
に
沿
っ
て
運
営
さ
せ
る
と
い
う
政
策
的
統
一
性
（
Ｅ
）
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
市
町
村

が
「
清
浄
に
し
て
豊
富
低
廉
な
水
の
供
給
」
を
軽
視
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
自
治
事
務
に
つ
い
て
こ
れ
ほ
ど
詳
細
な
基
準
を
強
制

す
る
根
拠
は
乏
し
い
。
少
な
く
と
も
省
令
の
規
定
は
廃
止
す
べ
き
で
あ
り
、
解
釈
論
と
し
て
は
標
準
的
規
定
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

⑹　

執
行
手
続

執
行
手
続
と
し
て
は
、
水
道
事
業
者
の
認
可
、
給
水
開
始
前
の
届
出
お
よ
び
検
査
、
供
給
規
程
の
周
知
を
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。

第
一
に
、
水
道
事
業
を
経
営
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
⑵
で
述
べ
た
と
お
り
、
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
六
条
一
項
）、
認

可
を
受
け
る
に
は
、
申
請
書
に
事
業
計
画
書
等
の
書
類
を
添
え
て
大
臣
に
提
出
す
る
（
七
条
一
項
）。
第
二
に
、
水
道
事
業
者
は
、
水
道
施

設
ま
た
は
配
水
池
を
設
置
し
、
当
該
施
設
を
使
用
し
て
給
水
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け
出
て
、
省
令
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
水
質
検
査
お
よ
び
施
設
検
査
を
行
い
、
そ
の
記
録
を
作
成
し
て
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
三
条
一
項
、

二
項
）。
第
三
に
、
水
道
事
業
者
は
、
⑸
で
述
べ
た
と
お
り
供
給
規
程
を
定
め
て
、
そ
の
実
施
日
ま
で
に
一
般
に
周
知
さ
せ
る
措
置
を
と
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ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
四
条
一
項
、
四
項
）。
ま
た
供
給
規
程
の
う
ち
料
金
を
変
更
し
た
と
き
は
、
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
大

臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
五
項
）。

6　

公
営
住
宅
法
の
公
営
住
宅
の
整
備
と
提
供

住
宅
は
住
民
の
不
可
欠
な
生
活
基
盤
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
住
宅
に
困
窮
す
る
低
額
所
得
者
の
居
住
の
安
定
を
図
る
た
め
に
、
公
営
住
宅

が
供
給
さ
れ
て
い
る
。
公
営
住
宅
制
度
は
、
戦
後
復
興
期
に
住
宅
の
不
足
に
対
応
し
て
創
設
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
の
住
宅
市
場
の
充
実
等

に
伴
い
量
の
確
保
よ
り
質
の
向
上
が
求
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
社
会
経
済
の
変
化
に
伴
っ
て
多
様
な
住
宅
困
窮
者
が
生
じ
た
た
め
、
住
宅

市
場
を
補
完
す
る
住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
制
度
の
充
実
が
図
ら
れ
て
き
た
（
以
上
、
公
営
住
宅
法
令
研
究
会
二
〇
一
八
：
一
）。

ま
た
、
義
務
づ
け
・
枠
づ
け
の
見
直
し
に
伴
う
二
〇
一
一
年
法
改
正
で
は
、
整
備
基
準
の
見
直
し
（
条
例
委
任
、
参
酌
基
準
化
）、
入
居

者
資
格
の
見
直
し
（
同
居
親
族
要
件
の
廃
止
、
入
居
収
入
基
準
の
条
例
委
任
と
参
酌
基
準
化
）、
計
画
的
な
整
備
に
関
す
る
基
準
の
廃
止
な
ど
が

行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
地
方
分
権
（
第
七
次
一
括
法
）
に
伴
う
二
〇
一
七
年
法
改
正
で
は
、
明
渡
請
求
の
対
象
と
な
る
高
額
所
得
者
の
収
入

基
準
を
条
例
で
定
め
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
こ
と
等
が
行
わ
れ
た
（
同
前
：
三
─
四
）。

以
下
、
こ
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
き
た
公
営
住
宅
の
整
備
と
提
供
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
点
検
し
よ
う
。

⑴　

目　
　
　

的

公
営
住
宅
法
は
、「
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
営
む
に
足
り
る
住
宅
」
を
整
備
し
、
こ
れ
を
「
住
宅
に
困
窮
す
る
低
額
所
得
者
に
対
し

て
低
廉
な
家
賃
で
賃
貸
し
、
又
は
転
貸
す
る
こ
と
」
に
よ
り
、「
国
民
生
活
の
安
定
と
社
会
福
祉
の
増
進
」
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
（
一
条
）。
こ
の
法
律
は
、
憲
法
の
生
存
権
（
二
五
条
）
を
受
け
て
制
定
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
（
同
前
：
五
）。
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⑵　

執
行
主
体

執
行
主
体
は
、
自
治
体
（
市
町
村
、
都
道
府
県
）
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
公
営
住
宅
と
は
、「
地
方
公
共
団
体
が
、
建
設
、
買
取
り
又
は
借

上
げ
を
行
い
、
低
額
所
得
者
に
賃
貸
し
、
又
は
転
貸
す
る
た
め
の
住
宅
及
び
そ
の
附
帯
施
設
で
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
国
の
補
助
に

係
る
も
の
」
を
い
う
（
二
条
二
号
）。
ま
た
「
地
方
公
共
団
体
は
、
常
に
そ
の
区
域
内
の
住
宅
事
情
に
留
意
し
、
低
額
所
得
者
の
住
宅
不
足

を
緩
和
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
営
住
宅
の
供
給
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
さ
れ
る
（
三
条
）。
こ
の
事
務

は
自
治
事
務
で
あ
る
。

⑶　

対　
　
　

象

ま
ず
公
営
住
宅
の
「
整
備
」
の
対
象
と
し
て
は
、
表
25
の
と
お
り
、
敷
地
選
定
に
関
す
る
規
定
を
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
⑸
で
述
べ
る
公
営
住
宅
の
整
備
基
準
の
規
定
（
五
条
一
項
）
を
受
け
て
、
公
営
住
宅
等
整
備
基
準
（
省
令
）
の
「
第
二
章 

敷

地
の
基
準
」
に
お
い
て
「
公
営
住
宅
等
の
敷
地
（
…
）
の
位
置
は
、
災
害
の
発
生
の
お
そ
れ
が
多
い
土
地
及
び
公
害
等
に
よ
り
居
住
環
境

が
著
し
く
阻
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
土
地
を
で
き
る
限
り
避
け
、
か
つ
、
…
入
居
者
の
日
常
生
活
の
利
便
を
考
慮
し
て
選
定
さ
れ
た
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
五
条
）
等
を
定
め
て
お
り
、
自
治
体
は
こ
れ
を
参
酌
し
て
条
例
で
必
要
な
整
備
基
準
を
定
め
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
（
法
五
条
一
条
）。

次
に
公
営
住
宅
の
「
提
供
」
の
対
象
と
し
て
は
、
表
25
の
と
お
り
、
入
居
者
の
資
格
に
関
す
る
規
定
を
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。
同

法
は
、入
居
者
の
資
格
に
つ
い
て
、①
入
居
者
の
収
入
が
一
定
の
基
準
（
政
令
で
定
め
る
金
額
以
下
で
条
例
で
定
め
る
金
額
）
を
超
え
な
い
こ
と
、

②
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
（
二
三
条
一
項
、
二
項
）。
こ
れ
を
受
け
て
政
令
で
は
、
上
限

金
額
を
二
五
万
九
千
円
（
特
に
居
住
の
安
定
を
図
る
必
要
が
あ
る
場
合
と
し
て
条
例
で
定
め
る
場
合
）
ま
た
は
一
五
万
八
千
円
（
そ
れ
以
外
の
場
合
）
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表25　公営住宅の整備・提供の対象に関する規定

公　営　住　宅　法 政　令 省　令
　（整備基準）
第5条　公営住宅の整備は、国土交通省令で定める

基準を参酌して事業主体が条例で定める整備基
準に従い、行わなければならない。

　（入居者の募集方法）
第22条　事業主体は、災害、不良住宅の撤去、公

営住宅の借上げに係る契約の終了、公営住宅建
替事業による公営住宅の除却その他政令で定め
る特別の事由がある場合において特定の者を公
営住宅に入居させる場合を除くほか、公営住宅
の入居者を公募しなければならない。

2　前項の規定による入居者の公募は、新聞、掲示
等区域内の住民が周知できるような方法で行わ
なければならない。

　（入居者資格）
第23条　公営住宅の入居者は、少なくとも次に掲

げる条件を具備する者でなければならない。
一　その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応

じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えな
いこと。

イ　入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内
の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住
の安定を図る必要がある場合として条例で定
める場合　入居の際の収入の上限として政令
で定める金額以下で事業主体が条例で定める
金額

ロ　イに掲げる場合以外の場合　低額所得者の
居住の安定を図るため必要なものとして政令
で定める金額を参酌して、イの政令で定める
金額以下で事業主体が条例で定める金額

二　現に住宅に困窮していることが明らかであ
ること。

　（入居者資格の特例）
第24条　……

（入居者の選考等）
第25条　事業主体の長は、入居の申込みをした者

の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超える
場合においては、住宅に困窮する実情を調査し
て、政令で定める選考基準に従い、条例で定め
るところにより、公正な方法で選考して、当該
公営住宅の入居者を決定しなければならない。

2　事業主体の長は、借上げに係る公営住宅の入居
者を決定したときは、当該入居者に対し、当該
公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住
宅を明け渡さなければならない旨を通知しなけ
ればならない

5条（法第22条第1項
に規定する政令で定
める特別の事由、4
号）

6条（法第23条第1号
イに規定する政令で
定める金額、法第23
条第1号ロに規定す
る 政 令 で 定 め る 金
額）

7条（法第25条第1項
の規定による入居者
の選考基準、6号）

公営住宅等整備基準
（省令）
1条（趣旨）
5条（位置の選定）
6条（敷地の安全等、
2項目）
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地
域
づ
く
り
法
制
の
過
剰
過
密
と
分
権
化
の
可
能
性
（
二
）（
礒
崎
）

と
す
る
（
施
行
令
六
条
一
項
、
二
項
））

（（
（

。

ま
た
、
入
居
申
込
者
が
入
居
さ
せ
る
べ
き
戸
数
を
超
え
る
場
合
は
、「
政
令
で
定
め
る
選
考
基
準
に
従
い
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
公
正
な
方
法
で
選
考
し
て
、
当
該
公
営
住
宅
の
入
居
者
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
二
五
条
）
と
し
、
政
令
で
は
、「
当
該

入
居
者
が
住
宅
に
困
窮
す
る
実
情
に
応
じ
適
切
な
規
模
、
設
備
又
は
間
取
り
の
公
営
住
宅
に
入
居
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
配
慮
し
、
次

の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。」
と
し
、
六
つ
の
者
を
掲
げ
て
い
る
（
施
行
令
七
条
一
項
）。

⑷　

執
行
手
段

こ
の
事
務
は
「
施
設
提
供
制
」
を
採
っ
て
い
る
。
水
道
と
同
様
に
、
契
約
に
基
づ
い
て
特
定
の
利
用
者
に
施
設
を
提
供
す
る
制
度
で
あ

る
。
ま
た
、
公
営
住
宅
の
整
備
・
提
供
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
、
前
述
の
国
・
都
道
府
県
の
援
助
の
理
念
規
定
（
四
条
）
の
ほ
か
、
公
営

住
宅
の
建
設
等
に
係
る
国
の
補
助
（
七
条
）、
都
道
府
県
の
補
助
（
一
二
条
）、
地
方
債
に
つ
い
て
の
配
慮
（
一
三
条
）、
公
営
住
宅
の
家
賃

に
係
る
国
の
補
助
（
一
七
条
）
等
の
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

⑸　

執
行
基
準

執
行
基
準
と
し
て
は
、
表
26
の
と
お
り
、
住
宅
の
整
備
・
修
繕
の
基
準
、
管
理
義
務
の
基
準
、
家
賃
等
の
基
準
を
取
り
上
げ
る
必
要
が

あ
る
。

第
一
に
、
住
宅
の
整
備
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
と
お
り
省
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
し
て
条
例
で
定
め
る
と
さ
れ
て
い
る
（
五

条
一
項
、
二
項
））

（（
（

。
こ
れ
を
受
け
て
公
営
住
宅
等
整
備
基
準
（
省
令
）
で
は
、
住
棟
等
の
基
準
（
七
条
）、
住
宅
の
基
準
（
八
条
）、
共
用
部
分

の
高
齢
者
等
の
た
め
の
措
置
（
一
一
条
）、
広
場
お
よ
び
緑
地
の
基
準
（
一
五
条
）
等
の
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
管
理
義
務
に
つ
い
て
は
、
適
正
か
つ
合
理
的
に
管
理
を
行
う
よ
う
に
努
め
る
こ
と
を
定
め
（
一
五
条
）、
家
屋
の
一
部
や
省
令
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表26　公営住宅の整備・提供の基準に関する規定

公　営　住　宅　法 政　令 省　令
　（整備基準）
第5条　公営住宅の整備は、国土交通省令で定める基準を

参酌して事業主体が条例で定める整備基準に従い、行
わなければならない。

2　事業主体は、公営住宅の整備をするときは、国土交通
省令で定める基準を参酌して事業主体が条例で定める
整備基準に従い、これに併せて共同施設の整備をする
ように努めなければならない。

3　事業主体は、公営住宅及び共同施設を耐火性能を有す
る構造のものとするように努めなければならない。

　（管理義務）
第15条　事業主体は、常に公営住宅及び共同施設の状況

に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努
めなければならない。

　（家賃の決定）
第16条　公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者から

の収入の申告に基づき、当該入居者の収入及び当該公
営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その
他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃（次項
の規定により定められたものをいう。以下同じ。）以下
で、政令で定めるところにより、事業主体が定める。
…

2　前項の近傍同種の住宅の家賃は、近傍同種の住宅（そ
の敷地を含む。）の時価、修繕費、管理事務費等を勘案
して政令で定めるところにより、毎年度、事業主体が
定める。

3　第1項に規定する入居者からの収入の申告の方法につ
いては、国土交通省令で定める。

4　…
5　事業主体は、第1項又は前項の規定にかかわらず、病

気にかかっていることその他特別の事情がある場合に
おいて必要があると認めるときは、家賃を減免するこ
とができる。

6　前各項に規定する家賃に関する事項は、条例で定めな
ければならない。

　（敷金）
第18条　事業主体は、公営住宅の入居者から三月分の家

賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するこ
とができる。

2　事業主体は、病気にかかっていることその他特別の事
情がある場合において必要があると認めるときは、敷
金を減免することができる。

…
　（修繕の義務）
第21条　事業主体は、公営住宅の家屋の壁、基礎、土台、

柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、
電気施設その他の国土交通省令で定める附帯施設につ
いて修繕する必要が生じたときは、遅滞なく修繕しな
ければならない。ただし、入居者の責めに帰すべき事
由によって修繕する必要が生じたときは、この限りで
ない。

　（管理に関する条例の制定）
第48条　事業主体は、この法律で定めるもののほか、公

営住宅及び共同施設の管理について必要な事項を条例
で定めなければならない。

2条（家賃の算定
方法）

3条（近傍同種の
住宅の家賃の算
定方法）

公営住宅等整備基
準（省令）
1条（趣旨）
2条（健全な地域
社会の形成）
3条（良好な居住
環境の確保）
4条（費用の縮減
への配慮）
7条（住棟等の基
準）
8条（住宅の基準、
5項目）
9条（住戸の基準、
3項目）
10条（住戸内の各
部）
11条（共用部分）
12条（附帯施設、
2項目）
13条（児童遊園）
14条（集会所）
15条（広場及び緑
地）
16条（通路、2項目）

施行規則
7条（収入申告の
方法）
8条（法16条4項の
国土交通省令で定
める者）
9条（法16条4項の
国土交通省令で定
める方法）
10条（修繕の義務
のある附帯施設）

＊公営住宅法第44
条第3項並びに公
営住宅法施行令第
2条第1項第1号及
び第3号並びに第3
条第1項に規定す
る国土交通大臣が
定める期間等（大
臣告示）
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地
域
づ
く
り
法
制
の
過
剰
過
密
と
分
権
化
の
可
能
性
（
二
）（
礒
崎
）

で
定
め
る
附
帯
施
設
に
つ
い
て
修
繕
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
修
繕
す
る
こ
と
を
定
め
（
二
一
条
）、
省
令
で
修
繕
義
務
の

あ
る
附
帯
施
設
の
範
囲
を
定
め
て
い
る
（
施
行
規
則
一
〇
条
）。
そ
の
他
、
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
条
例
で
定
め
る
（
法
四
八
条
）。

第
三
に
、
家
賃
等
の
基
準
の
う
ち
家
賃
に
つ
い
て
は
、「
当
該
入
居
者
の
収
入
及
び
当
該
公
営
住
宅
の
立
地
条
件
、
規
模
、
建
設
時
か

ら
の
経
過
年
数
そ
の
他
の
事
項
に
応
じ
、
か
つ
、
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
（
…
）
以
下
で
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
業
主

体
が
定
め
る
。」
等
と
さ
れ
（
一
六
条
一
項
、
二
項
）、
政
令
で
算
定
方
法
を
定
め
て
い
る
（
施
行
令
二
条
一
項
、
二
項
））

（2
（

。
ま
た
政
令
で
は
、

近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
の
算
定
方
法
（
同
三
条
一
項
）
を
定
め
、
省
令
で
複
成
価
格
の
算
出
方
法
（
施
行
規
則
二
〇
条
）、
引
当
金
の
算
出

方
法
（
同
二
一
条
）
等
を
規
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
敷
金
に
つ
い
て
は
、
法
律
で
「
三
月
分
の
家
賃
に
相
当
す
る
金
額
の
範
囲
内
に
お
い

て
敷
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
等
と
定
め
る
（
一
八
条
一
項
、
二
項
）。

以
上
の
基
準
は
、
公
営
住
宅
を
国
の
方
針
に
沿
っ
た
も
の
に
す
る
と
い
う
政
策
的
統
一
性
（
Ｅ
）
に
基
づ
く
と
い
え
る
。
公
営
住
宅
の

提
供
は
生
存
権
に
由
来
す
る
が
、
生
存
権
の
保
障
が
一
定
水
準
の
住
宅
や
低
額
の
家
賃
ま
で
保
障
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
（
地
域
に
よ

る
差
異
が
あ
っ
て
よ
い
）
た
め
、
人
権
的
統
一
性
（
Ｂ
）
に
よ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
を
前
提
に
す
る
と
、
特
に
家
賃
・
敷
金
に
つ

い
て
政
省
令
、
大
臣
告
示
を
含
め
て
確
定
的
に
規
定
し
て
い
る
の
は
問
題
で
あ
る
。
公
営
住
宅
の
提
供
に
は
国
の
補
助
（
法
一
七
条
等
）

が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
政
令
以
下
の
基
準
は
簡
素
化
す
る
必
要
が
あ
る
し
、
解
釈
論
と
し
て

は
標
準
的
規
定
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。

⑹　

執
行
手
続

公
営
住
宅
の
整
備
に
関
し
て
は
、
国
の
補
助
の
申
請
手
続
（
法
一
一
条
）
以
外
に
は
、
格
別
の
手
続
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。

公
営
住
宅
の
提
供
に
関
し
て
は
、
ま
ず
入
居
者
の
募
集
方
法
に
つ
い
て
、
一
定
の
場
合
を
除
い
て
公
募
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
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こ
の
公
募
は
「
区
域
内
の
住
民
が
周
知
で
き
る
よ
う
な
方
法
」
で
行
う
と
さ
れ
る

（
二
二
条
）。
収
入
超
過
者
ま
た
は
家
賃
滞
納
者
等
に
対
す
る
明
渡
し
請
求
に
つ
い
て

も
、
一
定
の
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
二
九
条
、
三
二
条
）。

　
　
　
　

7　

公
物
管
理
法
の
規
定
の
特
徴
（
ま
と
め
）

以
上
の
五
つ
の
制
度
を
横
断
的
に
み
る
と
、
い
ず
れ
も
細
か
い
規
定
を
設
け
て

お
り
、
過
密
な
規
定
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
制
度
の
あ
り
方
を
規

定
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
⑶
対
象
と
⑸
執
行
基
準
に
関
す
る
規
定
状
況
に
つ
い

て
、
表
27
に
ま
と
め
た
。

こ
れ
を
み
る
と
、
第
一
に
、
土
地
利
用
規
制
法
（
表
14
参
照
）
と
比
較
す
る
と
、

◎
が
少
な
く
、
比
較
的
シ
ン
プ
ル
に
な
っ
て
い
る
が
、
公
物
管
理
法
が
主
と
し
て

施
設
管
理
者
（
公
共
機
関
）
の
対
応
を
規
律
す
る
も
の
で
あ
り
、
任
意
の
適
切
な
対

応
が
期
待
で
き
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
本
稿
で
も
何
度
か
指
摘
し
て
き
た
と
お
り
、

必
要
以
上
に
細
か
い
規
定
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
に
、
対
象
に
つ
い
て
は
、
①
法
律
、
政
令
、
省
令
で
分
担
し
て
規
定
し
て

い
る
制
度
（
河
川
法
、
都
市
公
園
法
、
公
営
住
宅
法
）、
②
法
律
と
政
令
で
規
定
し
て

い
る
制
度
（
道
路
法
）、
③
法
律
だ
け
で
規
定
し
て
い
る
制
度
（
水
道
法
）
に
分
け
ら

表27　公物管理法の対象と執行基準の規定状況の比較（まとめ）

法　律
対　象 執行基準

法律 政令 省令 条例委任 法律 政令 省令
等 条例委任

道路法 ○ △ × × ○ ◎ ○ ○
河川法 ○ △ △ × △ ◎ ◎ ×
都市公園法 ○ ◎ 〇 × △ ○ △ ○
水道法 ○ × × × ◎ × ◎ ×
公営住宅法 ○ ○ △ ○ ○ △ ◎ ○

（注）  概ね、◎＝30項目以上の規定あり、○＝10 〜 29項目の規定あり、△＝9項目以
下の規定あり、×＝規定なし、をそれぞれ示す。ただし、条例委任については、
○＝授権あり、×＝授権なし、を示す。



三
七

地
域
づ
く
り
法
制
の
過
剰
過
密
と
分
権
化
の
可
能
性
（
二
）（
礒
崎
）

れ
る
。
土
地
利
用
規
制
法
と
比
較
す
る
と
、
政
令
の
役
割
が
大
き
い
。

第
三
に
、
執
行
基
準
に
つ
い
て
は
、
①
法
律
、
政
令
、
省
令
で
分
担
し
て
規
定
し
て
い
る
制
度
（
道
路
法
、
河
川
法
、
都
市
公
園
法
、
公

営
住
宅
法
）、
②
法
律
と
省
令
で
規
定
し
て
い
る
制
度
（
水
道
法
）
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
省
令
の
役
割
が
比
較
的
大
き
い
。
河
川
法

は
自
然
公
物
、
そ
の
他
は
人
工
公
物
で
あ
る
が
、
河
川
法
に
政
省
令
を
中
心
に
細
か
い
規
定
が
多
い
の
は
、
自
然
公
物
で
あ
る
河
川
に
つ

い
て
は
様
々
な
管
理
施
設
が
必
要
に
な
る
こ
と
が
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
四
に
、
こ
の
分
野
で
は
、
義
務
づ
け
・
枠
づ
け
の
見
直
し
に
伴
っ
て
条
例
委
任
の
方
式
が
導
入
さ
れ
て
お
り
、
特
に
執
行
基
準
に
つ

い
て
は
、
三
つ
の
法
律
で
条
例
委
任
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
立
法
は
「
法
令
と
条
例
の
ベ
ス
ト
ミ
ッ
ク
ス
」（
礒
崎

二
〇
一
八
：
二
二
七
）
に
つ
な
が
り
有
意
義
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
特
定
の
事
項
に
限
定
さ
れ
た
断
片
的
な
委
任
で
あ
っ
た
り
、
政
令
等

の
範
囲
や
参
酌
基
準
が
細
か
す
ぎ
た
り
し
て
、
自
治
体
の
政
策
裁
量
を
十
分
に
生
か
せ
る
形
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

近
年
、
本
格
的
な
人
口
減
少
と
人
的
・
財
政
的
資
源
の
減
少
の
下
で
、
公
共
施
設
の
老
朽
化
と
利
用
需
要
の
変
化
に
ど
う
対
応
す
る
か

が
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
（
総
務
省
二
〇
一
四
）。
そ
の
中
で
、
地
域
の
公
共
施
設
の
整
備
や
管
理
に
「
上
か
ら
目
線
」
で
こ
こ
ま
で

詳
細
な
規
律
を
か
ぶ
せ
続
け
る
こ
と
が
合
理
的
な
の
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
自
治
体
の
経
営
判
断
と
そ
れ
を
統
制
す
る
住
民
の
力
を
信
頼
す

べ
き
で
は
な
い
か
。
国
会
と
所
管
省
庁
、
そ
し
て
問
題
提
起
を
す
べ
き
自
治
体
の
責
任
は
大
き
い
。

（
15
）
参
酌
基
準
は
、
条
例
の
制
定
に
当
た
っ
て
、
こ
れ
を
「
十
分
に
参
照
し
た
上
で
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
も
の
で
あ
る
が
、「
十
分
参
照

し
た
結
果
と
し
て
で
あ
れ
ば
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
異
な
る
内
容
を
定
め
る
こ
と
は
許
容
」
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
条
例
委
任
す
る
場
合
の

基
準
設
定
の
三
類
型
の
中
で
は
最
も
ゆ
る
や
か
な
基
準
で
あ
る
（
地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
二
〇
〇
九
、
別
紙
2
）。

（
16
）
直
轄
道
路
・
河
川
の
権
限
移
譲
に
つ
い
て
は
、
地
方
分
権
改
革
の
中
で
国
の
出
先
機
関
の
廃
止
と
も
関
連
し
て
検
討
さ
れ
、「
事
務
・
権
限
の



三
八

移
譲
等
に
関
す
る
見
直
し
方
針
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
三
年
一
二
月
二
〇
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、「
国
と
地
方
公
共
団
体
が
協
議
を
行
い
、
協

議
が
整
っ
た
も
の
に
つ
い
て
移
譲
を
進
め
る
。
そ
の
際
に
は
、
関
係
す
る
市
町
村
の
意
見
を
十
分
に
聴
取
し
、
反
映
す
る
よ
う
調
整
す
る
。」
と

の
方
針
が
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
、
権
限
移
譲
は
進
ん
で
い
な
い
。
私
は
、
権
限
移
譲
に
よ
っ
て
負
担
を
増
や
す
よ
り
も
、
現
に
管
理

し
て
い
る
道
路
・
河
川
に
対
す
る
法
令
の
規
律
を
簡
素
化
す
る
こ
と
が
先
決
だ
と
考
え
る
。

（
17
）
こ
れ
を
受
け
て
自
治
体
の
条
例
で
は
、
道
路
構
造
に
関
し
て
は
、
郊
外
部
で
も
交
差
点
の
幅
員
を
縮
小
可
能
と
し
、
右
折
レ
ー
ン
の
設
置
を
容

易
化
し
た
例
（
香
川
県
な
ど
）、
歩
道
の
幅
員
を
二
・
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら
一
・
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
縮
小
で
き
る
こ
と
と
し
、
歩
道
整
備
を
促
進
し
た

例
（
福
島
県
白
河
市
な
ど
）
が
あ
り
、
道
路
標
識
に
関
し
て
は
、
ロ
ー
マ
字
の
大
き
さ
に
つ
い
て
文
字
の
大
き
さ
の
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
標
準
で

あ
る
と
こ
ろ
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
拡
大
し
た
例
（
岐
阜
県
ほ
か
）
が
あ
る
。
内
閣
府
二
〇
一
九
参
照
。

（
18
）
こ
れ
を
受
け
て
自
治
体
の
条
例
で
は
、
県
民
一
人
当
た
り
の
都
市
公
園
の
面
積
を
一
二
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
規
定
し
た
例
（
高
知
県
ほ
か
）、

街
区
公
園
の
標
準
面
積
（
国
の
基
準
は
〇
・
二
五
平
方
メ
ー
ト
ル
）
に
つ
い
て
〇
・
一
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
規
定
し
た
例
（
広
島
県
江
田
島
市
ほ
か
）

が
あ
る
。
内
閣
府
二
〇
一
九
参
照
。

（
19
）
こ
れ
ら
を
受
け
て
自
治
体
の
条
例
で
は
、
都
市
公
園
内
の
建
築
物
の
割
合
（
原
則
と
し
て
敷
地
面
積
の
一
〇
〇
分
の
二
ま
で
）
に
つ
い
て
、
公

園
内
に
集
会
所
や
便
所
な
ど
を
設
置
す
る
場
合
で
一
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
公
園
で
は
一
〇
〇
分
の
四
と
規
定
し
た
例
（
長
崎
市
）
が
あ

る
。
内
閣
府
二
〇
一
九
参
照
。

（
20
）
水
道
法
制
研
究
会
二
〇
一
五
：
二
二
二
に
よ
る
と
、
水
道
事
業
は
公
益
事
業
で
あ
り
、
地
域
独
占
性
が
強
く
な
る
た
め
、「
水
道
事
業
の
経
営

の
認
可
権
を
国
に
留
保
し
、
認
可
を
受
け
た
特
定
者
の
み
に
水
道
事
業
経
営
の
特
権
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
趣
旨
の
も
の
」
で
あ
る
と
す
る
が
、

国
の
み
が
こ
う
し
た
公
益
性
の
判
断
を
な
し
う
る
と
考
え
る
点
で
、
地
方
自
治
の
本
旨
（
憲
法
九
二
条
）
に
反
す
る
発
想
と
い
え
よ
う
。

（
21
）
こ
れ
を
受
け
て
自
治
体
の
条
例
で
は
、
裁
量
階
層
の
対
象
を
「
未
就
学
児
童
が
い
る
世
帯
」
か
ら
「
中
学
生
以
下
の
児
童
が
い
る
世
帯
」
に
拡

大
し
た
例
（
岡
山
県
ほ
か
）、
五
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
住
宅
に
つ
い
て
は
単
身
で
も
入
居
可
能
に
し
た
例
（
静
岡
県
袋
井
市
ほ
か
）
が
あ
る
。

内
閣
府
二
〇
一
九
参
照
。

（
22
）
こ
れ
を
受
け
て
自
治
体
の
条
例
で
は
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
導
入
を
努
力
義
務
化
し
た
例
（
岡
山
県
ほ
か
）、
自
動
車
駐
車
場
の
設
置

を
義
務
化
し
た
例
（
宮
城
県
角
田
市
ほ
か
）、
地
元
産
材
を
使
用
す
る
よ
う
努
力
義
務
化
し
た
例
（
長
野
県
ほ
か
）
が
あ
る
。
内
閣
府
二
〇
一
九

参
照
。



三
九

地
域
づ
く
り
法
制
の
過
剰
過
密
と
分
権
化
の
可
能
性
（
二
）（
礒
崎
）

（
23
）
家
賃
に
つ
い
て
、
旧
法
で
は
建
設
費
用
か
ら
補
助
金
相
当
額
を
除
い
た
原
価
を
上
限
と
し
て
家
賃
を
決
定
す
る
「
法
定
限
度
額
方
式
」
を
採
用

し
て
い
た
が
、
新
法
（
一
九
九
六
年
改
正
）
で
は
入
居
者
の
収
入
か
ら
負
担
で
き
る
金
額
を
立
地
・
規
模
等
の
応
益
性
で
補
正
し
て
家
賃
を
決
定

す
る
「
応
能
応
益
方
式
」
を
採
用
し
て
い
る
。
公
営
住
宅
法
令
研
究
会
編
二
〇
一
八
：
六
一
参
照
。

参
考
文
献

礒
崎
初
仁
（
二
〇
一
七
）「
法
令
の
過
剰
過
密
と
立
法
分
権
の
可
能
性
─
分
権
改
革
・
第
3
ス
テ
ー
ジ
に
向
け
て
」
北
村
喜
宣
ほ
か
編
『
自
治
体
政
策

法
務
の
理
論
と
課
題
別
実
践
（
鈴
木
庸
夫
先
生
古
稀
記
念
）』
第
一
法
規

礒
崎
初
仁
（
二
〇
一
八
）『
自
治
体
政
策
法
務
講
義
（
改
訂
版
）』
第
一
法
規

大
辻
昭
一
（
一
九
七
五
）『
河
川
管
理
の
実
務
』
大
成
出
版
社

河
川
法
研
究
会
編
著
（
二
〇
〇
六
）『
逐
条
解
説 

河
川
法
解
説
（
改
訂
版
）』
大
成
出
版
社

河
川
法
令
研
究
会
編
著
（
二
〇
一
八
）『
よ
く
わ
か
る
河
川
法
（
第
三
次
改
訂
版
）』
ぎ
ょ
う
せ
い

熊
谷
和
哉
（
二
〇
一
三
）『
水
道
事
業
の
現
在
位
置
と
将
来
』
水
道
産
業
新
聞
社

建
設
省
河
川
法
研
究
会
編
著
（
一
九
九
八
）『
改
正
河
川
法
の
解
説
と
こ
れ
か
ら
の
河
川
行
政
』
ぎ
ょ
う
せ
い

公
営
住
宅
法
令
研
究
会
編
（
二
〇
一
八
）『
逐
条
解
説 
公
営
住
宅
法
（
第
二
次
改
訂
版
）』
ぎ
ょ
う
せ
い

公
営
住
宅
管
理
研
究
会
編
（
二
〇
一
八
）『
公
営
住
宅
の
管
理
（
平
成
三
〇
年
度
版
）』
日
本
住
宅
協
会

厚
生
労
働
省
（
二
〇
一
八
）「
水
道
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
概
要
」https://w

w
w

.m
hlw

.go.jp/content/000463050.pdf

国
土
交
通
省
都
市
局
（
二
〇
一
七
）「
都
市
公
園
法
運
用
指
針
（
第
三
版
）」

国
土
交
通
省
都
市
局
公
園
緑
地
・
景
観
課
監
修
、
都
市
公
園
法
研
究
会
編
著
（
二
〇
一
四
）『
都
市
公
園
法
解
説
（
改
訂
新
版
）』
日
本
公
園
緑
地
協
会

塩
野
宏
（
二
〇
一
二
）『
行
政
法
Ⅲ
（
第
四
版
） 

行
政
組
織
法
』
有
斐
閣

水
道
法
制
研
究
会
監
修
（
二
〇
一
一
）『
水
道
法
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
（
改
訂
版
）』
ぎ
ょ
う
せ
い

水
道
法
制
研
究
会
（
二
〇
一
五
）『
水
道
法
逐
条
解
説
（
第
四
版
）』
日
本
水
道
協
会

総
務
省
（
二
〇
一
四
）「
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
の
指
針
」（
同
年
四
月
二
二
日
）

地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
（
二
〇
〇
九
）「
第
三
次
勧
告
─
自
治
立
法
権
の
拡
大
に
よ
る
「
地
方
政
府
」
の
実
現
へ
」（
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
七
日
）



四
〇

道
路
法
令
研
究
会
編
（
二
〇
一
四
）『
道
路
管
理
の
手
引
（
第
五
次
改
訂
）』
ぎ
ょ
う
せ
い

道
路
法
令
研
究
会
編
著
（
二
〇
一
七
）『
道
路
法
解
説
（
改
訂
五
版
）』
大
成
出
版
社

内
閣
（
二
〇
〇
九
）「
地
方
分
権
改
革
推
進
計
画
」（
同
年
一
二
月
）

内
閣
府
（
二
〇
一
九
）「
義
務
付
け
・
枠
付
け
の
見
直
し
に
関
す
る
地
方
独
自
の
条
例
（
分
野
別
）」https://w

w
w

.cao.go.jp/bunken-suishin/
gim

uw
aku/jorei-bunya.htm

l

（
同
年
五
月
確
認
）

原
龍
之
助
（
一
九
七
四
）『
公
物
営
造
物
法
（
新
版
）』
有
斐
閣

舟
引
敏
明
（
二
〇
一
八
）『
都
市
公
園
制
度
論
考
─
都
市
公
園
法
制
度
の
構
造
と
意
義
に
関
す
る
考
察
』
デ
ザ
イ
ン
エ
ッ
グ
㈱

［
付
記
］本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、各
法
令
の
実
施
状
況
等
を
確
認
す
る
た
め
、次
の
と
お
り
広
島
県
の
所
管
課
に
対
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

ご
協
力
い
た
だ
い
た
同
県
（
窓
口
・
総
務
局
経
営
企
画
チ
ー
ム
）
及
び
職
員
の
方
々
に
心
か
ら
感
謝
し
ま
す
。
た
だ
し
、
本
稿
に
あ
り
う
る
誤
解
等

は
す
べ
て
筆
者
の
責
任
で
あ
り
、
ま
た
本
稿
の
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
筆
者
個
人
の
意
見
で
あ
り
、
同
県
と
は
関
係
が
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
ま
す
。

　

①
道
路
法
：
土
木
建
築
局 

道
路
河
川
管
理
課
・
道
路
企
画
課
・
道
路
整
備
課
（
二
〇
一
九
年
三
月
一
九
日
）、
②
河
川
法
：
土
木
建
築
局 

道
路
河
川

管
理
課
・
河
川
課
（
同
前
）、
③
都
市
公
園
法
：
土
木
建
築
局 

都
市
計
画
課
・
下
水
道
公
園
課
（
同
月
二
六
日
）、
④
水
道
法
：
企
業
局
水
道
課
・
健

康
福
祉
局
食
品
生
活
衛
生
課
（
同
前
）、
⑤
公
営
住
宅
法
：
土
木
建
築
局
住
宅
課
（
同
月
二
〇
日
）

（
本
学
法
学
部
教
授
）


